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将来像実現に向けた課題とその解決に向けた全体像の考え方
 将来像実現（国際標準への協働・エコシステム強化）に向けては、これまでの課題を踏まえて

整理した論点１～８で議論する施策をバラバラではなく、効果的に連動させることが不可欠。
 これらの施策において、特にハブとなる取組があれば、そちらを優先的に対応することも考慮。

標準エコシステム 産学官の取組

他国連携

我が国の産業強化グローバルな課題解決

 サステナビリティ行動変容の停滞
 サプライチェーン分断
 革新技術への対応

標準を通じた我が国のグローバル貢献

重要領域の選定と個別の戦略

K) 人材育成における国際連携

L) 他国との規格普及の連携拡大

M) ASEAN各国等との連携強化等

I) 「官民連携の場」および
「司令塔機能の強化」の検討

A) 経済・学術・金融界への働きかけ

B) 企業・研究機関の視座シフト

C) 人材育成システム強化

D) 外部専門機関の育成・強化

E) 規格策定・規制引用・認証の一体推進のプロコン整理

F) 企業による外部の認定・試験・認証機関の活用

G) 公共調達における国際標準の活用

論点
6

H) 研究開発段階の標準化支援策の拡充

N) 国際標準の国際会議の日本開催

J）知見・ノウハウ・情報
等の共有・マッチング

論点
2・3

論点
2・3

論点
2・3

論点
4

論点
4

論点
5・8

論点
7

論点
4

論点
5

論点
2・3

標準戦略の明確化と
ガバナンス

論点
4

第5回国家標準戦略部会資料より抜粋
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EU 標準化ブースター 概要
標準化ブースター（The EU Standardisation Booster）は、各分野の標準化専門家による標準化
支援体制を整備することでEUの研究・イノベーションプロジェクトの標準化を加速

概要

 EU公認の研究開発シーズ（EUプロジェクト）への
標準化支援
 EUプロジェクトに標準化の専門家を派遣し、

適切な戦略的アプローチをとれるように
指導・サポートするコンサルティングサービス

 EU標準化システムの機能性、機動性、効率性の
向上と研究者や技術者の標準化に関するスキルと意識
の向上が狙い

設立年
 2022年
（欧州委員会内の組織としてHSbooster.euが設立
され標準化ブースターサービスが開始）

支援体制  約250名の各分野の専門家が支援者として登録
 Horizon Europe（資金助成制度）から資金提供

支援内容

 Horizon EuropeおよびHorizon 2020の
研究・イノベーションプロジェクトの標準化活動の支援
 プロジェクト約1,000件を対象に、標準化に関しての支援

を希望するプロジェクトを公募
 採択されたEUプロジェクトが標準の改訂や作成に

つながる最善の戦略を提案
 標準の新規作成/改訂を行うべき領域の特定
 最新の規格情報の提供
 標準化に向けたワークフローとタイムラインの提案

 次世代の標準化に関する専門家を育てるための
トレーニングアカデミー

成功事例

 標準化ブースターサービスを提供する
HSbooster.euでは現在までに430以上のプロ
ジェクトを支援し、成功事例も取り上げられている

AshCycle Project（2024年2月）
CENワークショップ契約を通じた
既存の標準化の状況に影響を与えるプロジェクト

概要

• 焼却から発生する廃棄物を削減するための新し
い利用可能性を開発するプロジェクト

• 欧州連合のHorizon Europeの助成契約のも
とで資金提供されている研究・イノベーションプロ
ジェクト

応募
理由

• 既存標準を拡張し、新たな標準を開発するため
の有用な追加情報と標準化プロセスとその結果
に影響を与える方法の洞察を得るため

結果
• 開発技術が既存標準と整合し、より広く受け入

れ得ることを確信
• 関連技術委員会への参加可能性を認識

EUから
の期待

• EUは循環経済への移行の一環として、材料のリ
サイクル、特に貴重な原材料（CRMs）の回収
促進を期待

今後

• CEN/CENELECワークショップ契約の提案サポー
ト、国内ミラー委員会への参加等を通じ標準化
の迅速アプローチを推進

• HSbooster.euトレーニングアカデミーを通じて、
高度なレベルのトレーニングを探索

出所：欧州委員会、 HSbooster.eu
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EU 標準化ブースター Project Hub

標準化ブースターのProject Hubでは、各分野の専門家と企業をマッチングし、標準化活動を支援。
プロジェクトメンバーにはスタートアップ企業も含む

概要

 EU公認の研究開発シーズ（EUプロジェクト）への
標準化を支援
 EUプロジェクトに標準化の専門家を派遣し、

適切な戦略的アプローチをとれるように
指導・サポートするコンサルティングサービス

 Project Hubを通じて、各分野の専門家とマッチング。
プロジェクトの進捗状況を報告
 合計73のプロジェクトが展開中

設立年  2022年

出所：欧州委員会、 HSbooster.eu

NebulOuS Project
クラウド コンピューティング コンティニュアム全体の仲介機能を
網羅する適切なメタオペレーティングシステムの導入

プロジェクト事例

概要

• アプリケーションをクラウドからエッジまでシームレスに拡張し、真に統
合されたコンピューティング環境を提供することを目指す

• コンピューティングリソース、データ近接性、サービス品質、様々な制
約をシームレスに管理するオペレーティングシステムに相当する仕組
みを構築することで、クラウドコンティニュアムスタックを改革

応募
理由

• 異なる既存のデータフォーマット、通信プロトコル、ツール、その他
の関連インフラ間の相互運用性に取り組む必要がある。そのた
め、既存の規格（例えば、ISO/IEC19941:2017）の収束
を促進したり、拡張する

• 標準定義のワーキンググループに参加し、NebulOuSの標準
化課題をWGの課題と整合させ、相互利益につながる効果的
な貢献を導出

メンバー

• ヨーロッパ8カ国にある16の組織・企業が参加
 Eurecat
 Institute of Communication and Computer Systems 

(ICCS)
 Telefónica I+D (TID) 
 University of Oslo (UoO), 
 ActiveEon …等

アプリケーションを高速化し、エンタープライズグリッドと
クラウドを構築するためのオープンソースソリューション
を提供するフランスのスタートアップ企業
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EDU4Standards

欧州の高等教育機関における標準化教育の革新を目指し、Horizon Europeのプロジェクトとして
EDU4Standardsを設立

概要

 標準化に関する教育を通じて、EU の競争力を高め、
新産業戦略とグリーンディールを支援することを目的とし
たHorizon Europeのプロジェクト
 EUの標準化専門家の不足と、教育レベル間で標準化に

関する知見が断片化している課題に対処するのが狙い
 11 か国から 17 のパートナーが結集し、標準化を欧州の

教育枠組みに組み込むための活動を展開

発足年  2024年1月

目標
 100以上の高等教育機関における標準化教育を促進
 2027年までに年間5,000人の新しい標準化専門家の

育成に貢献

取組み
内容

 標準化をヨーロッパ全土の高等教育機関 (HEI) のカリキュラム
にさらに包括的に統合することを目的とした、標準化の革新的
な教育コンセプト (ITCoS)を開発

 5 つのパイロットプログラムを実施

出所：欧州委員会、 EDU4Standards

標準化のための教育コンセプトの開発と
パイロット運用 詳細

ヨーロッパ
全土

社内研修

課外活動

大学の
コース

 既存の学士および修士課程の枠組みにカスタマ
イズされ、幅広い分野に標準化を組み込むことに
重点を置く

 学校でのワークショップなど、標準化に関する実践
的な実地体験を提供することを目指す

 さまざまな業界の従業員の標準化スキルの向上
を目指す

 標準化教育の範囲と影響を拡大するために、
ヨーロッパ全体の研究技術組織
(RTO:Research and Technology 
Organisations) と連携

パイロットプログラムの実施対象

今後3年間で、以下の戦略目標に取り組むことを目指す
1. 標準化のための革新的な教育コンセプトの開発と

パイロット運用（ITCoS）
 EUの高等教育で使用するためのアプローチと資料を作成

し、試験導入（5つのパイロットプログラムを実施）
2. 学術標準化デー等を通じて標準化の認知度を向上
3. 標準化に関する高等教育コースを増設
 標準化を含む機関、教師、コースの基盤強化

4. 標準化の教師と学習者のコミュニティを構築
5. EU Student Standardisation Association

を設立
 既存のグループ、プロジェクト等をもとに協会を設立
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 1993年、ドイツ・ハンブルクで設立された非営利団体
 学術分野（経済学、工学、社会科学、法律、情報科学等）の研究者が設立

 可能な限り幅広い学問分野を巻き込みながら、標準化の学術的な取り扱いを促進する
<重点分野>

• 標準化研究の推進、科学教育の観点からの批判的評価、研究成果を発表する機会の拡大、
標準教育の開発と専門化の支援

設
立

目
的

 国際的ネットワークの
 ヨーロッパを中心に、標準化に関する研究や教育に従事する学者や専門家のネットワークを形成
 会議とセミナーの開催:
 定期的に国際会議やセミナーを開催し、標準化に関する最新の研究成果や知識の共有を促進
 会議には様々な専門分野の研究者、国や地域の標準化団体の代表者、政府機関の代表者、

標準化に関心を持つ企業の代表者等が参加
 これまでのテーマはIT、電気通信、科学的手法、会計、水質、ガス、インフラストラクチャ等
 標準化研究の促進：
 標準化に関する研究の質と量を増加させるための活動をサポート
 標準化教育
 標準化に関する教育・トレーニングの提供や標準化の専門家の養成を促進
 標準化に関する出版
 標準化に関する研究論文や書籍の出版をサポート

主
な
活
動
内
容

2024 EURAS会議の案内

国際的ネットワークの構築

会議とセミナーの開催

標準化研究の促進

標準化教育

標準化に関する出版

出所：EURASウェブサイト及び東京工業大学「アカデミアによる標準化活動への貢献」

EURAS（European Academy for Standardization）
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PAS及びJSA規格の特長



11

（参考）Industry4.0 「RAMI4.0 」
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グローバル大手機関と日系機関が対応する事業スコープ

グ
ロ
ー
バ
ル

大
手
機
関

日
系
機
関

JQA, JET,建材試験センター,
化学物質評価研究機構など

機関名

グローバル大手 主要22機関
SGS, Bureau Veritas, Intertek, 

TÜV Rheinland, DNV, DEKRA, TÜV 
SÜD, TÜV Nordなど

日本能率協会,
マネジメントシステム評価センター,

アファス認証センターなど

IMV,エスペック
日鉄住金テクノロジー，
JFEテクノリサーチ など

認証

○

○

×

○

試験

○

○

○

×

ｺﾝｻﾙ

○

△

×

×

多

機関数
（概念的）

少

多

多

出所：各企業の公開資料

多
少

該当する機関数が多い

該当する機関数が少ない

殆どのグローバル大手機関は、認証・試験・コンサルティングを横断で取り組んでいる一方、多くの日系認証
機関は、全てをカバーすることは出来ていない状況
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分野横断/グローバル対応の試験認証機関
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中国 企業標準先駆者制度（「国家標準化発展綱要」詳細）

出所︓ 国家标准化发展纲要、新浪财经、扫描文稿 (qybzlp.com)、企业标准领跑者官网 (sina.com.cn)、中国国家標準化
研究所「21省市企业标准“领跑者”制度激励政策一览表」、からオウルズコンサルティンググループ作成

優れた企業標準を認定することにより、標準の
高水準化を促し、製品・サービスの品質を向上
（「国家標準化発展綱要」等方針合致）

設立目的
実績（2021年）

2017年 制度提案
2018年 国家市場監督管理総局など8部門が

制度実施に関する意見発表
2019年 第一陣「企業標準先駆者リスト」発表

運用体制・
意思決定方法

設立経緯

複数の外部評価機関からなる専門家委員会が
組織され、優れた企業標準を選定
 外部評価機関・評価計画は公募決定
 基準と評価計画に基づいて選定を実施

実施事項

毎年発表される重点分野に基づいて、
「企業標準先駆者リスト」を作成

リスト掲載の規格に基づいて、製品を認証
する取り組みを試験的に開始

複数の省・市おいて、 「企業標準先駆
者」と連携した政策を打ち出し

リスト
作成

製品
認証

政策
連携

 年次大会にて「企業標準先駆者リスト」を発表
 農業、消費財等の202の重点分野を設定
 サービスを優先的に政府調達に用いるように奨励
 2023年には実装範囲が265の主要分野に拡大

 試験的な製品認証の取組を実施
 家電製品、業務用冷凍設備分野等で、215製品を登録

 21の省・市で 「企業標準先駆者」制度と連携した政策を策定

例1︓「企業標準先駆者」の基準を満たす製品・サービスを
 優先的に政府調達に用いるように奨励
 （江蘇省、陝西省、山西省、浙江省等）

例2︓金融機関が「企業標準先駆者」企業に対する
 融資等を行うことを奨励・支援
 （北京、江蘇省、陝西省、山西省、广西省等）

例3︓「企業標準先駆者」企業の科学技術投資を支援
 （广西省、貴州省）

優れた企業標準を認定し優遇措置を取ることで、企業の標準化活動インセンティブを創出
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欧州では、単一市場を形成を目指し、技術的な貿易障壁を減らす目的のニューアプローチ指令が導入

1985

1993

2008

オールドアプローチ指令導入

ニューアプローチ指令導入

CEマーキング制度導入

新たな規制の枠組み導入
(New Legislative Framework)

規制手法の変遷

1957

規制手法の概要

技術基準の詳細を規定するオールドアプローチ指令導入
 技術基準の整合作業の停滞、技術革新への対応が遅れたことに

より国際競争の障害化
 オールドアプローチに代わる規制手法が求められるように

欧州単一市場形成を目指しニューアプローチ指令導入
 域内統合の障害となる技術的な貿易障壁を減らす目的
 域内で製品の安全性や品質の基準を統一するための原則を規定
 調和規格に適合する製品は必須要求事項を満たしているとみなす

適合性評価制度であるCEマーキング制度導入
 CEマークを表示した製品はEU域内での自由流通が保証
 CEマークを表示していない製品は流通不可

 CEマーク対象製品の域内自由流通強化のためのNLF導入
 ニューアプローチ指令の基本となる枠組み
 既存のニューアプローチ指令と関係する各指令間の不備を整合化

Council Resolution on a new approach to technical 
harmonization and standards 85/C 136/01

Council Decision 93/465/EEC concerning the modules for 
the various phases of the conformity assessment 
procedures and the rules for the affixing and use of the CE 
conformity marking

Regulation 765/2008 setting out the requirements for 
accreditation and market surveillance relating to the 
marketing of products
Council Decision 768/2008/EC on a common framework for 
the marketing of products

The traditional approach to harmonisation

出所：各種公開情報

欧州における規制手法の変遷

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwxOjX8I3PAhUFVRoKHYU9ACMQjRwIBw&url=http://tenderlove-pcb.biz/ce-conformity-basic/rohs-2/&psig=AFQjCNGfyloqltPD5526zOb_r798hR2_tg&ust=1473908883418378
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CEマーキング制度は欧州単一市場で販売される製品の安全を保証する制度。
ニューアプローチ指令で要求される製品にはCEマークの貼付が義務付けられている

出所：各種公開情報

CEマーキング制度とは…
 製品をEU加盟国で販売する際に、安全基準条件（使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件）を満たす

ことを証明するマーク。CEマークを表示していない製品はEU域内で流通不可
 CEマーク表示を義務付けられる製品はニューアプローチ指令で規定されており、一つの製品に複数の指令が該当する場合は

全ての安全規格を充足する必要がある
ニューアプローチ指令の構造

製品の上市に係る認定と市場監視の要件に関する規則
Regulation 765/2008

製品の上市に係る共通枠組みに関する決定
Decision 768/2008/EC

New Legislative Framework

電気・電子機器における特定有害物質の使用規制
（RoHS）指令

低電圧指令

電磁両立性（EMC）指令

火工品指令

玩具安全指令

娯楽用及び個人用船舶指令

民需用爆薬指令

屋外で使用する機器の環境への騒音放射指令

非自動重量計指令

測定機器指令

リフト指令

防爆機器指令

無線機器指令

圧力機器指令

旅客用ケーブルウェー設置指令

身体防護用具指令

機械指令

医療機器指令

体外診断用医療機器指令

簡易用圧力容器指令

埋込式能動医療機器指令

熱水ボイラー効率指令

建設資材指令

ガス燃焼機器指令

ニューアプローチ指令

エネルギー関連製品のエコデザイン指令

ニューアプローチ指令ではないがCEマーキングに係る指令

肥料指令

無人航空機システム（ドローン）指令

CEマーキング制度の概要と関連するニューアプローチ指令

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwxOjX8I3PAhUFVRoKHYU9ACMQjRwIBw&url=http://tenderlove-pcb.biz/ce-conformity-basic/rohs-2/&psig=AFQjCNGfyloqltPD5526zOb_r798hR2_tg&ust=1473908883418378
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主なニューアプローチ指令では、適用範囲、必須要求事項、みなし適合の原則などが規定されている

各指令において、適用範囲及び除外範囲が規定
他の指令の適用範囲及びガイドライン上適用除外の製品は適用除外
 例）低電圧指令の対象機器は機械指令の適用除外

既存の公的規格への適合をもって必須要求事項に
適合しているとみなす

各法令ごとに性能規定(*)が設定
(*)性能のみを規定し、その到達目標への具体的手段は規
定しない

事業者にとっての適合手段の柔軟性確保を担保

指令の基本要素

適用範囲・
適用除外範囲

必須要求事項

みなし適合

適合性評価
モジュール

適合宣言書の
作成・保管

機器の潜在リスクに応じて、モジュールAからH1までの16種類の適合性評価手続きが規定
 製品の必須要求事項への対応を製造者自身が確実にするものや、外部機関の試験が必須のものなど

機器の製造者・供給者が適切な適合性評価を実施した上で指令に適合している旨を公式に表
明する文書
 製造業者名、適合宣言の対象機器、該当する指令適合性の宣言の根拠（適用した整合規格など）

製品の上市後、10年間の保管が必須

概要

必須要求事項

みなし適合

EN規格

国際規格

国内規格

独自評価

みなし適合フロー
※必須要求事項に該当する規格

の存在を確認し選択
※公的規格に適合させることで指

令に適合するとみなす

Y
Y

Y

N

N

N

ニューアプローチ指令の基本要素

出所：各種公開情報
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 CEN／CENELECが発行する欧州規格の約30%
は、欧州委員会の標準化要求に応じて開発

EUでは法律への適合性を検証する標準作りを規格団体（CEN／CENELEC）に要請する仕組み
standardisation requestsを通じた規格開発が行われている

eNorm プラットフォーム
European Commission standardisation requests

プロセス

前提

1. EU委員会の機関によって標準化要求を作成
 社会パートナー、消費者、中小企業、業界団体、

EU加盟国など、幅広い利害関係者との協議プ
ロセスを経る

2. 規則 (EU) No 1025/2012に基づき設置された
標準化委員会に提出され、投票実施
 この投票が肯定的であれば、委員会はそ要請を

委員会実施決定として採択

3. 欧州標準化機関に標準化要求を送付
（standardization requests）

4. 規則 (EU) 1025/2012 の第 10 条に基づき、
欧州委員会が採択した標準化要求はデータ
ベース (eNorm プラットフォーム) にて公開

30%

標準化依頼の流れ

これらの規格の多くは「整合規格」
として知られ、企業は自社の製品
またはサービスがEU指令)に定めら
れた必須要件に準拠していることを
確認できる

CEN／CENELEC規格における
標準化要求による開発規格

出所：CEN/CENELEC、 eNorm Platform

単純圧力容器に関する
標準化要請

圧力機器およびアセンブリに
関する関する標準化要請

リフトおよびリフト用安全部品に
関する関する標準化要請

欧州委員会から規格策定機関への標準化依頼
（standardisation requests）
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標準化ブースター（The EU Standardisation Booster）は、各分野の標準化専門家による
標準化支援体制を整備することでEUの研究・イノベーションプロジェクトの標準化を加速

概要

 EU公認の研究開発シーズ（EUプロジェクト）への
標準化支援
 EUプロジェクトに標準化の専門家を派遣し、

適切な戦略的アプローチをとれるように
指導・サポートするコンサルティングサービス

 EU標準化システムの機能性、機動性、効率性の
向上と研究者や技術者の標準化に関するスキルと意識
の向上が狙い

設立年
 2022年
（欧州委員会内の組織としてHSbooster.euが設立
され標準化ブースターサービスが開始）

支援体制  約250名の各分野の専門家が支援者として登録
 Horizon Europe（資金助成制度）から資金提供

支援内容

 Horizon EuropeおよびHorizon 2020の
研究・イノベーションプロジェクトの標準化活動の支援
 プロジェクト約1,000件を対象に、標準化に関しての支援

を希望するプロジェクトを公募
 採択されたEUプロジェクトが標準の改訂や作成に

つながる最善の戦略を提案
 標準の新規作成/改訂を行うべき領域の特定
 最新の規格情報の提供
 標準化に向けたワークフローとタイムラインの提案

 次世代の標準化に関する専門家を育てるための
トレーニングアカデミー

成功事例

 標準化ブースターサービスを提供する
HSbooster.euでは現在までに430以上のプロ
ジェクトを支援し、成功事例も取り上げられている

AshCycle Project（2024年2月）
CENワークショップ契約を通じた
既存の標準化の状況に影響を与えるプロジェクト

概要

• 焼却から発生する廃棄物を削減するための新し
い利用可能性を開発するプロジェクト

• 欧州連合のHorizon Europeの助成契約のも
とで資金提供されている研究・イノベーションプロ
ジェクト

応募
理由

• 既存標準を拡張し、新たな標準を開発するため
の有用な追加情報と標準化プロセスとその結果
に影響を与える方法の洞察を得るため

結果
• 開発技術が既存標準と整合し、より広く受け入

れ得ることを確信
• 関連技術委員会への参加可能性を認識

EUから
の期待

• EUは循環経済への移行の一環として、材料のリ
サイクル、特に貴重な原材料（CRMs）の回収
促進を期待

今後

• CEN/CENELECワークショップ契約の提案サポー
ト、国内ミラー委員会への参加等を通じ標準化
の迅速アプローチを推進

• HSbooster.euトレーニングアカデミーを通じて、
高度なレベルのトレーニングを探索

出所：欧州委員会、 HSbooster.eu

EU 標準化ブースター
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米国調達庁（GSA：General Services Administration）の連邦調達規則（FAR：Federal 
Acquisition Regulation）では、コンセンサス標準の使用、及びICT機器のNIST基準への準拠
を義務づける

<FAR Part 11 - Describing Agency Needs（抜粋）>
• 法律に反する場合や実用的でない場合は別として、政府機関は、存在する場合は政府独自の標準の代わりに

自発的コンセンサス標準を使用しなければならない（”must use voluntary consensus standards”）
• 自発的コンセンサス標準は民間部門が管理および運営するもの。例: ISO9000（品質マネジメントシステム） や

IEEE1680（パーソナルコンピュータ製品の環境アセスメント標準）などの業界標準

< FAR Part 7 - Acquisition Planning （抜粋）>
• 情報技術調達に関する政府機関の計画担当者は、連邦情報セキュリティ管理法の情報技術セキュリティ要件、

OMB（行政管理予算局）通達 A-130 の付録IIIを含むOMBの実施方針、および商務省国立標準技術
研究所（NIST）のガイダンスと基準に準拠していること

【政府調達に採用されている標準の例】
• NIST：NIST-SP800シリーズ（サイバーセキュリティ）
• NFPA（米国防火協会）： NFPA99（医療施設の電気安全試験）
• UL（Underwriters Laboratories）：UL634（盗難警報システムで使用する安全コネクタおよびスイッチの規格）
• ASTM（米国試験材料協会）：

ASTM D-3951（パッケージ設計、材料、ラベル付けのベストプラクティスに関するガイダンス）

米国：FAR（連邦調達規則）
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各国の市場監査の仕組み

出所：EU委員会、JETRO、FDAウェブサイト

 2021年7月に施行されたEU規則2019/1020において、
CEマーキング添付製品の市場監視を強化
 上市後、法令に反する不適合製品の早期発見や適切

な措置を行うことを規定
 安全に関するリスクが高い法規制不適合製品が発見

された場合、EU委員会に通知され、違反事例として公開
 従来はRAPEXと呼ばれていた不適合製品のデータベース

を2018年に改名し、現在は「Safety Gate」として運用
 2005年以降の通知内容を保管。毎年2,000～

2,500件ほどが通知され、現在は約32,000件が
データベース化

欧州

Safe Gateのトップページ

 米国の食品医薬品局（FDA）は、医薬品の承認
プロセス中に現れなかった有害事象の特定のため、
上市後の調査及びリスク評価プログラムを導入

 FDAは有害事象のデータベース「FEARS（FDA‘s 
Adverse Event Reporting System)」を運用
 FDAに提出された有害事象、投薬ミス、有害事象に

繋がった製品品質に関する苦情等に関するレポートが
収録される

 FEARSのレポートは、医薬品評価研究センター (CDER) 
の多分野にわたる安全性評価者、疫学者、及びその他の
科学者によって評価される

 現在は約2,900万件のレポートを収録

米国

FEARSのトップページ



23

目次

• 第１章 国家戦略策定に向けた国内外の動向を含めた
現状整理・対応の方向性
– １－１ 国際標準活動の意義・目的とそのナラティブ、

それらを踏まえた将来像とその実現に向けた課題・方
策

– １－２ 企業や大学等における経営・研究と国際標
準との一体化、行動変容及び国際標準エコシステム
の構築・強化

– １－３ 標準・認証等に関する官民ガバナンス改革
– １－４ 産金学官連携の強化、司令塔機能の強化、

政府の支援策の在り方
– １－５ 国際連携・パートナーシップの強化

• 第２章 重要領域・戦略領域の選定基準とその選定・
基本的な方針の策定

• 第３章 実効的なモニタリング・フォローアップの枠組みの
検討

• 第４章 会議体の企画・運営

23



24

欧州における標準化戦略の執行体制（1/2）

執行体制図 （主要機関)

欧州委員会

密に連携

High-Level 
Forum（HLF）

 政策目標に基づき標準化の優先事項を設定し、
実施を監督・調整する役割を担う
• 標準化戦略の全体的な監督と調整
• 国際的な標準化活動への関与
• デジタルおよびグリーン移行の推進
• 標準化に関するガバナンスの強化

 欧州委員会の専門家グループとして、2023年1月
に設立。EUの政策や法律を支援する標準化の
優先事項を特定することが目的
• 欧州標準化に関する年次作業計画実施の支援
• 欧州標準化戦略の実施の主要活動の支援
• 標準化に関する具体的なボトルネックへの勧告

「シェルパ」
サブグループ

 標準有識者のフォーラムのメンバーの代表者で
構成されるフォーラムの主要な運営機関
• HLF参加メンバーから最大3人（グリーン、

デジタル、レジリエンスから1人ずつ）参加
• フォーラムによる承認のための技術的な準備を担う

 HLFで設置されたワークストリーム毎の具体的な標
準の開発・策定、それに係るアクションの検討
• 各ワークストリームの活動を主導しメンバーを調整
• ワークストリームの活動結果を報告書としてまとめ、
ハイレベルフォーラムに提出

リーダー
（例：CENELEC）

ワークストリーム

サポーティング
メンバー

進捗管理の方法

欧州
標準化戦略

 EU Strategy on 
Standardisation

年次作業計画
 Annual Union 

Work 
Programme 

(AUWP)

年次活動報告
Annual Activity 

Report

ワークストリーム
個別レポート
Conclusions and 

recommendations, 
Report etc.

 2022年2月に策定。EUの政策目標を支えるために、統一
的で国際競争力のある標準を策定・推進し、デジタル化や
グリーン移行を加速させる枠組み
• 発行主体：欧州委員会
• 主要テーマ：「産業政策」と「標準」の連携／「研究開発」と

「標準」の連携／組織体制強化／人材育成強化／国際
連携強化

 欧州標準化戦略に基づき毎年の標準化優先領域が特定
• 発行主体：欧州委員会

- HLF：AUWPの優先順位付けのための推奨事項や
インプットを提供

• 2024年のAUWPでは、72の行動の中から優先政策が
特定（量子通信、サイバーセキュリティ、重要原材料のリ
サイクル、 EV充電インフラ、水素技術と部品 等）

 2023年末発行。HLFの活動のレビューと翌年の計画を公表
• 将来必要となる可能性のある標準化ニーズを特定。15

のワークストリームを創設。横断分野（Education and
Skills 等）と個別分野（Wind Power 等）に分類

• 進捗はWS毎に定性的に管理。以下が項目
- Workstreamの重要性／取り組む課題／解決手段／タイム
スケジュール／期待された成果／実際の成果

 現在は5WSのみ公開。いずれも共通フォーマットはなく、
推奨事項の記載が目的
• 発行主体：各WS
• WS3 中小企業と市民社会の包摂性／WS6 低炭素

セメント／WS7 風力発電／WS14 データの相互運用
性／WS15 重要な原材料

欧州標準化戦略の実行では、ハイレベルフォーラムが重要な役割を担う。年次で定性的に進捗が管理

Source :Annual Activity Report 2023、 AUWP

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/57654/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC_202401364
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欧州における標準化戦略の執行体制（2/2）
欧州委員会は2022年の欧州標準化戦略を元に毎年欧州標準化年間作業計画(AUWP)を策定。
優先事項を特定するため、2023年に委員会が設立したハイレベルフォーラム(HLF)から助言・合意を得る

欧州委員会

設立
(2023年1月)

年次作業計画
への助言

• フォーラム(年1~2回)と、実務的な議論を行うシェルパ
会議(年3~7回)が主要会議体

- フォーラムでの承認の準備の為、シェルパ会議は
実務的な作業や議論を行う

• 28のEU加盟国、27の標準化団体 (CEN, 
CENELEC等)と業界利害関係者
（BUSINESSEUROPE等）が参画

- シェルパはHLF参加メンバーとオブザーバー*から最
大各3人(グリーン、デジタル、レジリエンス担当) 
参加。57の国・団体から、最大171名が参加

• 15のワークストリーム(WS)に分かれ業界ごとに議論

• 2023年のHLF設立以降Annual Activity 
Report作成

- 15のWS毎に、行動目標と進捗を2~3ページず
つ記載。定量目標は見られない

• 進捗の早いWSから個別レポートを作成
- 標準が与える貢献と、推奨事項をまとめる

• 2022年に欧州標準化戦略（EU Strategy on 
Standardization）を策定

• 2022年より欧州標準化年間作業計画(AUWP, 
Annual Union Work Programme)を毎年
作成

- 2024年は72の行動とその中から8つの戦略的
優先行動も特定。それぞれの目標、方針、成果
物の概要がまとめられた

- 上記の特定に際し、ハイレベルフォーラムから助
言・承認を得て作成

方針
・

戦略

進捗報告

進捗報告

議論内容

会議体
および
参加

メンバー

ハイレベルフォーラム(HLF)
WS WS WS WS WS WS WS WS

WS WS WS WS WS WS WS

• HLFは作業計画の優先順位付けの推奨や助言を行う
- 2023年、HLFはAUWPの84アクションの中から

74アクションを承認し、うち9アクションを優先事項
とする示唆を与えた

• 15WS毎に推奨事項をまとめ、個別にレポートを発行

* オブザーバーは欧州防衛庁（EDA）、欧州自由貿易連合（EFTA）Source :Annual Activity Report 2023、 AUWP 2024  委員会の専門家グループおよびその他の同様の団体の登録

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/57654/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC_202401364
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&fromMainGroup=true&groupID=103332
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欧州：ハイレベルフォーラムにおける標準化の年間スケジュール
ハイレベルフォーラム(HLF)では年1回のフォーラムやサブ会議であるシェルパ会議を通し、欧州標準化年間
作業計画の推奨・承認事項を提供。欧州委員会はこれを元に年間作業計画の優先アクションを決定する

ハイレベルフォーラム(HLF)の年間計画(2024年)

欧州委員会の年間作業計画(AUWP)準備(2024年)

1月30日

3月7日

5月14日

9月13日

10~11月

欧州標準化規の評価に関
するセッション

第6回シェルパ会議

第7回シェルパ会議

第8回シェルパ会議

第3回ハイレベルフォーラム
会議

評価結果のプレゼンテーション、プロセスの
更新
標準化政策の優先事項に関する協議/
決定
2025年作業計画へのインプット
（書面手続き）

3回ハイレベルフォーラム会議準備

2025年作業計画提出の合意

1月

1月30日
~3月1日
3月22日

~4月30日
5月1日

~5月29日

5月30日

2025年AUWPの準備

フォーラムの協議
（EU調査）

AUWP 2025に
関する勧告案

勧告の最終化

2025年AUWPに
関する勧告

EU政策および立法の実施を支援する
標準の開発に関するアクション
フォーラムメンバーから重要なアクション/
コメント収集
コメントの処理、内部協議、翻訳、
カレッジによる決定

メンバーがコメント/意見を提出

フォーラムが最終版の勧告を承認

6~9月

11~12月

欧州委員会の
内部決定プロセス

採択

最終承認勧告が作業計画2025の草案
作成プロセスで考慮される

欧州連合官報で公表

日付 イベント 期待される成果

日付 アクション 内容

Q4 Annual Activity 
Report公表 各WSの進捗報告を中心に発表
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欧州：ワークストリームの管理手法

ワークストリーム概要
• EU経済にとって戦略的重要な課題を、関係者主導の形式
で対処すること

• ニーズを予測し、イノベーター、投資家、市民社会、標準化
専門家といった関係者コミュニティをつなげること

• 地政学的な問題や課題をEUの標準化アクションと関連付
けること

• 関係者主導の形式で、特定の横断的な課題や標準化の
ニーズに対処するアプローチを策定すること

• 問題を特定し、行動の方向性や実施計画の提案を行うこと
• 他の文脈で行われている標準化作業や議論を補完したり、
意見を提供すること

目的

• WS1：教育とスキル
• WS2：基本的権利
• WS3：中小企業と市民社会の包摂性
• WS4：欧州規格と国際規格の整合
• WS5：国際レベルでの標準化への市民社会の参加拡大
• WS6：低炭素セメント
• WS7：風力発電
• WS8：持続可能な都市
• WS9：グリーン電力システム
• WS10：クリーン水素
• WS11：太陽光発電
• WS12：人工知能
• WS13：デジタル製品パスポート
• WS14：データの相互運用性 
• WS15：重要な原材料

WS
テーマ

進捗報告資料

年次活動
報告

（HLF）

WS個別
レポート

WSの活動は、HLFのAnnual Activity Reportの報告項目に加え、個別レポートを発行。
当該分野での標準化がもたらす業界への貢献と、標準化のための推奨事項をまとめた内容となっている

• HLF全体として年に1度発行。初年の2023年が最新
• 15のWS毎に、行動目標と進捗を2~3ページずつ記載。
記載する報告項目は大まかに設定され、目標の具体度、
スケジュール、達成等は各WSに委ねられ、定量目標は
見られない

• 報告内容
• リーダー団体
• 賛助団体
• 本WSの重要性
• 主要論点・取り組み
• 年間アクション
• 初期結果・期待される成果物・タイムライン
• 進捗

• 進捗が進むWS毎に順次発行。現時点で5つのWSから
発行される

• WS3 中小企業と市民社会の包摂性
• WS6 低炭素セメント
• WS7 風力発電
• WS14 データの相互運用性
• WS15 重要な原材料

• 報告内容
• (必須項目)標準化を推進する上での推奨事項
• (任意項目)標準化の業界への貢献・役割・重要性
• (任意項目)構造・課題の詳細な解説・説明・分析

Source : Annual Activity Report 2023 、Conclusions and recommendations from the “Wind Power” Workstream 7、 HLF Workstream 14 on Data Interoperability - Final Report、Work Stream 15 on Critical 
Raw Materials - conclusions and recommendations

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/57654/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/57655
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/58914
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/59734
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/59734
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CEN/CENELEC：標準データベース機能
Search Standards機能では、CENとCENELECによる欧州規格や、規格に至らないワークショップ協定
・技術仕様、また、各国の国家規格の規範となる調和文書や技術レポートがデータベース化されている

検索フィルタ

以下5タイプから選択
1. EN（European Norm* : 欧州規格)
2. CWA（CEN-CENELEC Workshop Agreement : CEN-

CENELECワークショップ協定）
- CEN/CENELECワークショップで開発・承認された協定。開発は

迅速かつ柔軟だが、欧州規格の地位や義務を伴わない
3. TS（Technical Specification : 技術仕様）

- 正式な規格(EN)に至らない場合や、将来的な調和を見越して
複数の代替案が共存する必要がある場合や、実験的な状況や
進化する技術に対する仕様を提供する規範文書

4. HD（Harmonization Document : 調和文書）
- 規制と標準化を調和するための規範文書。各国はHDと同等の

国内規格を公開することができ、矛盾する国内規格は撤回され
る。 IECで開発されCENELEで採用・発表される (CENには無し)

5. TR（Technical Report : 技術レポート）
- 標準化作業の技術に関する情報を提供

成果物
タイプ

委員会コード、又は委員会タイトルから検索委員会

CEN、又はCENELEC、およびその両方の標準を検索策定団体
フリーワード検索。英語、フランス語、ドイツ語から選択キーワード

関連する200弱の法令から選択法的枠組み

* Normはフランス語で標準・規格 出所 : CEN - CENELEC - Search standards 成果物の種類 ハーモナイゼーション文書(HD) ICS一覧 | 日本規格協会 JSA Group Webdesk 横河電機標準化戦略センター

Search Standard画面

予備段階、ドラフト中、承認中、問合せ中、承認済、公開済、撤回の
7ステイタスから選択ステイタス

ICS(国際規格分類。ISO作成の文書分類構造)のレベル3まで選択
可能。レベル1は40、レベル2は392、レベル3はレベル2の144を909に
分類。業界分類だけでなく、業界横断の”総論・用語・標準・資料””
サービス・経営組織・管理・品質””試験”等のプロセスの分類も含む

ICS

100の業界から選択活動分野
SDGs16項目に加え、”GX・DXを支える欧州規格”の計17から選択SDGs

CEN/CENE
LECの委員
会のもののみ
閲覧可能

規格だけでなく、ワーク
ショップ協定・技術仕様、
調和文書、技術レポー
トも閲覧可能

公開済だけでなく、
予備段階から撤
回済のものまで
閲覧可能

セールス
ポイント
のリスト
へリンク

https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=CEN:105::RESET::::
https://www.cencenelec.eu/european-standardization/european-standards/types-of-deliverables/
https://boss.cenelec.eu/fadel/pages/hd/pages/
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0360/index
https://www.enaa.or.jp/?fname=DX2022-5S.pdf
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CEN/CENELEC：標準データベースの検索結果/公開内容

検索結果より規格の概要や策定委員会の詳細情報(ワーキンググループ、作業計画、公開規格)が閲覧可
能。但し、本ツール内で購入はできず、CEN/CENELECメンバーである各国標準団体のリストにリンクされる

セールスポイントページ

規格概要ページ 規格策定委員会ページ
委員会名

当該規格が貢献するSDGs

当該規格の関連する法律

当該規格のプロジェクト概要
当該規格の推進状
況とその実施日

他の規格との関係性

当該規格のセールス
ポイント(購入できる
各国標準団体)のリ
ストへリンク。
各規格に対応してい
る国の標準団体での
み購入可能。

委員会名

委員会のスコープ

事務局となる標準化団
体、CCMC担当者、ビ
ジネスプラン、活動分野

委員会で行われる目的別ワーキンググループ

委員会で行われるプロジェクトとその進捗状況

委員会で策定・公開された規格

出所 : CEN - CENELEC - Search standards CEN ISO/TR 41013:2021 CEN/TC 348 - Facility Management

https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=CEN:105::RESET::::
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:110:0::::FSP_PROJECT:71437&cs=13704936721FF72A9E2256D14FE2E2733
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:7:0::::FSP_ORG_ID:414882&cs=152D425A648A9FAC3FEFFBB52648811CC
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CEN/CENELEC：規格以外の提供ツール

出所 ： CENエキスパートエリア - Experts CEN ユーザーガイドとテンプレート - Experts CEN

エキスパートページに、文書提出・管理、プロジェクト管理、投票等の標準化活動に便利なアプリや、CENや
ISO指定形式のドキュメンテーションのガイダンスや各アプリのユーザーガイドも一覧で紹介

アプリケーションとサービス ガイダンス・ユーザーガイド
文書提出・管理、プロジェクト管理、投票、標準化活動DB、電子
翻訳、会議支援、課題管理等の標準化活動に便利なアプリ一覧

CENやISOの指定形式のドキュメンテーションのガイダンスや各アプ
リのユーザーガイドも一覧で紹介

https://experts.cen.eu/
https://experts.cen.eu/trainings-materials/user-guides-templates/
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CEN/CENELEC：会議・トレーニング情報

CEN/CENELEC/ETSIや各委員会で開催される会議・ワークショップ・トレーニング・ウェビナーに関する
情報もデータベース化され検索可能

出所 ： 会議・イベント情報 - Experts CEN

会議・ワークショップ例 トレーニング・ウェビナー例

https://experts.cen.eu/trainings-materials/events/
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CEN/CENELEC：問い合わせ窓口

出所 : 管理センター - CEN-CENELEC お問い合わせ一覧 - CEN-CENELEC CENエキスパート向けお問い合わせフォーム - Experts CEN Contact us - Experts CENELEC

CEN/CENELICの活動の推進・日常業務はブリュッセルのCEN-CENELECマネジメントセンター(CCMC)
で行われる。CCMCには80名が在籍し、担当毎に複数の問い合わせ窓口が存在

各種問い合わせ窓口 エキスパート向け問い合わせフォーム

一般情報 info@cencenelec.eu

メディア連絡先 media@cencenelec.eu

IT ヘルプデスク itsupport@cencenelec.eu

研究プロジェクトヘルプデスク research@cencenelec.eu

CEN 環境ヘルプデスク
(CEN/EHD) cen.ehd@cencenelec.eu

ウェブ会議 webconf@cencenelec.eu

フィードバック
(改善の提案、苦情、賛辞) quality@cencenelec.eu

CEN
エキスパート https://experts.cen.eu/contact-us/

CNELEC
エキスパート https://experts.cenelec.eu/contact-us/

エキスパート向けのデータ、IT、WEB会議に関するエキスパート向け
の問い合わせフォームも存在

CEN/CENELEC共通で、担当毎に複数の問い合わせ窓口が存在

https://www.cencenelec.eu/management-centre/
https://www.cencenelec.eu/management-centre/contact-us/
https://experts.cen.eu/contact-us/
https://experts.cenelec.eu/contact-us/
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CEN/CENELEC：専門家DB・参加者リスト

CEN/CENELICには20万人の専門家が参加しているが、専門家を探すデータベースは見られない。
参加メンバー34カ国のリストから各標準化団体にアクセスして探す必要がある

CEN/CENELECに参加する専門家情報 委員会を担当専門家情報
• 業界、協会、行政、学界、社会組織の20万人超えの専門家が

CEN/CENELECのコミュニティに参加

• CEN/CENELEC には共に34カ国の国家メンバーごとに 1 つの標準
化団体が登録・参加されており、それぞれの団体へのリンクが記載さ
れているが、専門家へのリンクは存在しない

専門家の連絡先ではなく、
各標準団体のトップペー
ジに遷移する

• 委員会の紹介ページにも、専門家の連絡先ではなく、CEN-
CENELECマネジメントセンター(CCMC)の担当者の連絡先のみ
表示

CEN/CENELEC参加者リスト

委員会紹介ページ 事務局のリンクは担当
する各国標準化団体の
紹介ページに遷移する

連絡先のリンクはCEN-
CENELECマネジメントセン
ター(CCMC)の担当者に遷
移する

出所 : CENコミュニティ - メンバー一覧  CENELECコミュニティ - メンバー一覧 CEN/TC 348 - Facility Management

https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=CEN:5
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=CENELEC:5
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:7:0::::FSP_ORG_ID:414882&cs=152D425A648A9FAC3FEFFBB52648811CC
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CEN/CENELEC：専門家の集まる総会

出所 ： 2023年欧州標準化委員会 CEN-CENELEC年次総会 - 2024年6月 アニュアルレポート2023 ニュースリリース(年次報告書2023) 戦略2030

2024年CEN/CENELEC総会概要 Annual Report 2023

• 2024年6月24日〜27日時期

• オランダ-アムステルダム
- ホスト: オランダ王立標準化研究所(NEN)
- 2023年はセネガルのホストでベオグラードで開催

開催国

• CEN/CENELEC役員共通セッション(1日目)
- 管理委員会の会議

• CEN取締役会、CENELEC取締役会(1日目)
- 合同、及び個別会議、二国間階段等多数

• 代表団長セッション(2日目)
- 全代表団リーダーによる非公開セッション、全代表者

の合同セッション

• 第60回CEN総会、第66回CENELEC総会(2日目)

• CEN臨時総会、 CENELEC臨時総会(3日目)

開催
会議

総会はCEN/CENELIC合同で年1回、３日間を通して開催される。総会当日にアニュアルレポートも公開

• 第60回CEN総会
• 第66回CENELEC総会主会合

• 欧州産業のGXを支援し、新しいクリーンテクノロジーと
持続可能なエネルギー源の開発を促進する

• 経済の全セクターのデジタル変革の中核となるICT標準
を使用して、欧州のDXに積極的に貢献する

• CENとCENELECの共同戦略2030の継続的な実施
- 戦略2030は2021年から2030年までの5つの戦略

アジェンダを掲げる長期目標
• 標準化システムをより包括的で世界に開かれたものにし、
産業界と市民社会のニーズをより満たす努力を継続

ハイ
ライト

• 2024年6月26日
- CEN/CENELEC総会当日発行

定量
報告

https://www.ats.rs/en/news/2023/07/the-cen-cenelec-2023-general-assembly-was-held
https://am2024.cencenelec.eu/
https://ar2023.cencenelec.eu/
https://www.cencenelec.eu/news-and-events/news/2024/publications/2024-06-26-annual-report-2023/
https://www.cencenelec.eu/european-standardization/strategy-2030/
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米国における標準化戦略の執行体制／進捗管理

執行体制図 （主要機関)

ホワイトハウス
（大統領府）

国家科学
技術会議
（NSTC）

 国家としての標準戦略の方向性を示す
 重要分野（AI、量子、バイオ、クリーンエネル

ギーなど）に対する横断的な優先度を設定し、
関連省庁・機関に指示

 国家安全保障や経済競争力強化など、
国全体の利益に直結する標準化案件につい
て、最終的な方針決定権を有する

 ホワイトハウス内の大統領府科学技術政策局
（OSTP）が主導し、政府最高位の科学技
術関連の調整組織
• 副大統領、科学技術政策室長、科学技術に重

要な責任を持つ閣僚や省庁の長、ホワイトハウス
の他の事務所の長で構成

 AI、量子技術、バイオテクノロジーなど、戦略
的に重要とされる先端技術分野において、
標準化ニーズや優先順位を検討

米国立標準
技術研究所
（NIST）

 商務省傘下のアメリカの技術標準を担う中核
的研究機関。各種計測・評価方法、リファレ
ンス材料、暗号技術基準など、多岐にわたる
分野での“根幹技術標準”を研究・開発

 ISO、IEC、ITU など国際標準化機関への専
門家派遣や技術提案を実施し、米国の技術
的立場を国際標準に反映

 民間組織だが、米国政府はANSIを米国代
表として国際標準化機関（ISO、IECなど）
に参加することを認めている

 NISTや各省庁との協力を通じ、国際標準化
の場で米国企業・団体の利害を反映

進捗管理の方法

重要技術・
新興技術国家
標準化戦略

USG NSSCET

USSG 
NSSCET
ロードマップ

 USG-NSSCET
Implementation

Roadmap

重要技術及び
新興技術リスト

の更新
2024 Critical and 

Emerging 
Technologies List 

Update

CET別情報
発信(ファクト
シート等)

Conclusions and 
recommendations, 

Report etc.

 2023年5月に最新版が公表。アメリカの国家標準戦略。
CET(重要・新興技術)8分野を特定。4つの目標とそれぞれ
に紐づく8つのLine of Effort (LOE)を定義
• 発行主体：ホワイトハウス
• 8つのCET：通信およびネットワーク技術／半導体およびマイクロエ

レクトロニクステクノロジー／人工知能と機械学習／バイオテクノロ
ジー／測位、ナビゲーション、タイミング サービス／デジタルアイデン
ティティインフラストラクチャと分散型台帳技術／クリーンエネルギー
の⽣成と貯蔵／量子情報技術、量子⼒学

 2024年7月公表。USG NSSCETの4つの目標毎に即時の
措置、及び7つのアウトカム毎に持続的な実施成果に向けた
行動をロードマップに定めた
• 発行主体：ホワイトハウス
• ８つのLOE(Line of Effort)が７つのアウトカムに再分類され、ア

ウトカム毎の詳細な35の行動が記載される

 2020年から2年毎に更新。2024年2月が最新版
 18の省庁が集まる国家科学技術会議(NSTC)ファストトラッ

クアクション小委員会により2年毎に項目が更新され、その後
のUSG NSSCETや各機関へのインプットに活用
• 2023年のUSG NSSCETのCET8項目および世界経済と国家

安全保障に影響を与える6項目には含まれなかった、宇宙テクノロ
ジー、ヒューマンマシンインターフェース、極超音速等の項目が追加さ
れた一方、デジタルIDインフラ・分散台帳技術は含まれない更新

 8つのCETのうち、先進ワイヤレス通信、AI・機械学習、量子
情報技術、バイオテクノロジーについては個別ファクトシートが
公開
• 発行主体：NIST
• 民間主導の取組みもあり、NISTが進捗を取りまとめる形

で公開

アメリカにおける国家標準戦略は、ホワイトハウスを頂点として、 NSTCやNISTなどが連携しながら策定・
実行。ANSIなど民間組織の標準化活動が国際標準化の場でも大きな役割を果たす

Source :NSTC、NIST、ANSI、

ANSI

連携

https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/nstc/
https://www.nist.gov/about-nist
https://www.ansi.org/about/roles
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米国：USG NSSCET 「重要技術・新興技術国家標準化戦略」

2023年版ではCET(重要・新興技術)8分野と、世界経済と国家安全保障に影響を与える6項目を特定し
この強化のために、4つの目標とそれぞれに紐づく8つのLine of Effort (LOE)を定義している

重要技術と新興技術 (CET)
1. 通信およびネットワーク技術
2. コンピューティング、メモリ、ストレージを含む半導体およびマイク

ロエレクトロニクステクノロジー
3. 人工知能と機械学習
4. バイオテクノロジー
5. 測位、ナビゲーション、タイミング サービス
6. デジタルアイデンティティインフラストラクチャと分散型台帳技術
7. クリーンエネルギーの⽣成と貯蔵
8. 量子情報技術、量子⼒学

概要

• 2023年版では中国などの戦略的競争
相手との技術開発競争の観点から、
CETの国際標準策定の重要性を認識

• CET(重要・新興技術)8分野を国際標
準策定に取り組み、これを強化するため
に、4つの目標とそれぞれに紐づく8つの
Line of Effort (LOE)を定義している。
 4つの目標、8つのLOEの中での定量

的な言及は「目標1：投資」のみに
留まり、他は定性的な目標のみ

 CETは2年毎に18の省庁が集まる
国家科学技術会議 (NSTC) ファス
トトラックアクション小委員会により更
新される (別ページで詳細説明)

内容

• ホワイトハウス発行者

• 2023年5月4日の発表が最新
• 2020年5月にも発表発行年度

CETと世界経済と国家安全保障に影響を与える技術(2023年版)

出所 ： US-Gov-National-Standards-Strategy-2023.pdf、バイデン米政権、重要・新興技術の標準策定戦略のロードマップ発表 | ビジネス短信 ―ジェトロ、バイデン米政権、重要・新興技術の標準化に関する国
家戦略を公表| ビジネス短信 ―ジェトロ、 FACT SHEET: Implementing the National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology | The White House

世界経済と国家安全保障に影響を与えると各省庁が判断した技術
1. 自動化および接続されたインフラストラクチャ
2. バイオバンキング
3. 自動化、接続、電動化された輸送
4. 重要な鉱物のサプライチェーン
5. サイバーセキュリティとプライバシー
6. 炭素回収、除去、利用、貯留

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/US-Gov-National-Standards-Strategy-2023.pdf
https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/08/ba9e0d78ab502465.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/05/bb9843a760ef79a9.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/05/bb9843a760ef79a9.html
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/26/fact-sheet-implementing-the-national-standards-strategy-for-critical-and-emerging-technology/
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米国：CET別の標準化活動

国務省のプロファイルに基づき、NISTが
民間と連携し関与計画やAIリスク管理
フレームワークを策定。このフレームワー
クが国際標準に組み込まれる

• 人工知能と人権に関するリスク管理
プロファイル

- 国務省が、人権を尊重しAIを設
計・開発・展開・使用・管理のため
の実践的なガイドとして発表

• AIにおける米国のリーダーシップ：技
術標準および関連ツールの開発への
連邦政府の関与計画

- 米国のAI標準開発活動への深く
一貫した長期的な関与について、
NISTが公共と民間の意見を取り
入れ、2019年発表

• AI リ ス ク 管 理 フ レ ー ム ワ ー ク (AI 
RMF)

- NISTがAIコミュニティと連携し、自
主的なAIリスク測定のガイダンスと
して2023年1月発表。主要概念
は国際標準に組み込まれる

NISTは公募を通じて、量子暗号の標
準となるアルゴリズムを募集。6年半以
上の選考・開発を経て、4組が標準とし
てリリースされ、さらに2つも追加で採用

• ポスト量子暗号標準化の提案募集 
- 2016年NISTは、量子コンピュー
ターを攻撃から保護するアルゴリ
ズムの暗号化方法の公募を開始

- 6年半以上の選考・開発を経て、
2023年8月、2024年の2回に分
けて、勝者4組のアルゴリズムをリ
リース。追加で2組も選考された

- これらは、連邦情報システムの量
子暗号標準の基礎として検討さ
れ、民間部門による自主的な採
用にも利用可能になる

民間との連携開発型 公募開発型 NIST主導の標準開発
AI・機械学習 量子情報技術 バイオテクノロジー先進ワイヤレス通信

NISTのラボラトリープログラム材料測
定研究室において、バイオテクノロジー
の研究、標準の開発が行われる

• 学界・民間とのコラボレーションを通じ
た標準開発を主導

- 学界・民間とのコラボレーションを通
じ、NIST は細胞量測定を比較す
る初のフレームワークの開発を主導

- 他12以上の標準を主導・支援

• ISO/TC 276:バイオテクノロジーの米
国技術諮問グループ(US TAG)

- NISTは、バイオテクノロジーの全分
野の標準を策定するUS TAGの議
長を務める

• 新しい標準のニーズの特定
- NIST主導で幅広い利害金記者と
協力し、必要な標準を特定・評価
している

8つのCETのうち、まとまった情報が開示されているのは以下の４つ。民間主導のイメージが強いが、NIST
の主導による標準開発や公募による選定、NIST内で研究・開発を行っているCETも存在

NISTは、信頼できる通信および測定
標準の開発のための独立した公平な
取りまとめ役であると共に、ワイヤレスエ
コシステムを厳密に測定およびテストし、
業界の標準開発を支援。業界はこれに
依存

• 通信技術研究所(CTL) 
- NISTのCTLでは、標準、高度通
信、アプリケーションの研究を行う

- CTLは新興通信技術を定量的に
特性評価・測定技術を提供し、産
業界はこれに依存している

• NextGチャネルモデルアライアンス
- NextGネットワークの測定・較正・
チャネルモデリングアプローチを推進
するためNISTが2015年に設立。
300超の参加者が集まる

ガイドライン
・フレーム

コンソーシ
アム主催

公募研究 関与計画

開発主導 ガイドライン
・フレーム

コンソーシ
アム主催

公募研究 関与計画

開発主導 ガイドライン
・フレーム

コンソーシ
アム主催

公募研究 関与計画

開発主導 ガイドライン
・フレーム

コンソーシ
アム主催

公募研究 関与計画

開発主導

出所 ：ファクトシート:NISTと米国政府の重要技術および新興技術に関する国家標準戦略 |NIST、通信技術研究所 |NIST、NextGチャネルモデルアライアンス |NIST、他CET別紹介ページに記載

https://www.nist.gov/standardsgov/fact-sheet-nist-and-united-states-government-national-standards-strategy-critical-and#awc
https://www.nist.gov/ctl
https://www.nist.gov/ctl/nextg-channel-model-alliance
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中国における標準化戦略の執行体制

執行体制図 （主要機関)

中国標準2035は、SAMRが司令塔となって各部門と連携。SACが標準化の全体的な管理を担う

中国共産党中央
委員会

国務院
各部門

国家市場監督
管理総局
（SAMR ）

国家標準化管理
委員会（SAC）

標準技術管理司 標準革新管理司

• 科学技術部
• 公安部
• 商務部
• 工業情報化部 

等

中央弁公庁

地方等へ密に連携

国家市場
監督管理総局
（SAMR）

国家標準化
管理委員会
（SAC）

標準技術
管理司

標準革新
管理司

 2018年に設立された国務院直属の正部級機関であり、市場の
総合的な監督管理を担当。標準化戦略の管理を担う
• 市場の総合監督管理：市場監督に関する法律や規則の起草、
政策策定

• 品質と食品安全の監督：製品の品質管理、安全性を監督
• 計量と標準化の推進： 計量制度の整備、標準化活動の
推進、検査・検測の管理、全国的な認証認可の統一管理

 国務院のもと、2001年4月に設立。中国標準化作業の
統一的な管理、監督、および全体的な調整を行う
• 国家標準計画の提供、国家標準の承認および公開、標準化ポリ
シー、管理規則、プログラム、発表などの重要な文書の審議・公開

• 必須の国家基準を公衆に通知
• 業界、地域、組織、企業に関する標準業務を調整、指導、監督
• ISO、IEC及びその他の国際または地域の標準化組織に参加
• 国際標準協力協定への署名・実行
• 国務院の下での標準化調整メカニズムの日常業務

 標準化関連の法律・法規、方針・政策の立案、国家標準の
制定・改訂を担う。利害関係者で構成
• 標準化戦略、計画、ポリシーおよび管理システムを策定、実施
• 強制国家規格、推奨国家規格（標準サンプルを含む）、国際
ベンチマークおよび調達に関連する業務

• 強制国家基準の違反などの違法行為の調査
• 国家専門標準化技術委員会の運営

 業界標準と地方標準、ISO、IEC等、他国や地域の標準化
組織に関する業務を担う
• 業界標準、地域標準、グループ標準、企業標準、および国際標
準策定への参加、組織化に関連する業務

• 国際標準化機構、国際電気標準会議、その他の国際または地
域の標準化組織などを組成し、参加

1

2

3 4

1

2

3

4

出所 :中国政府公開情報よりオウルズ作成
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中国：企業標準先駆者制度（ 「国家標準化発展綱要」詳細）

出所：: 国家标准化发展纲要、新浪财经、扫描文稿 (qybzlp.com)、企业标准领跑者官网 (sina.com.cn)、中国国家標準化
研究所「21省市企业标准“领跑者”制度激励政策一览表」、からオウルズコンサルティンググループ作成

優れた企業標準を認定することにより、標準の
高水準化を促し、製品・サービスの品質を向上
（「国家標準化発展綱要」等方針合致）

設立目的

実績（2021年）

2017年 制度提案
2018年 国家市場監督管理総局など8部門が

制度実施に関する意見発表
2019年 第一陣「企業標準先駆者リスト」発表

運用体制・
意思決定方法

設立経緯

複数の外部評価機関からなる専門家委員会が
組織され、優れた企業標準を選定
 外部評価機関・評価計画は公募決定
 基準と評価計画に基づいて選定を実施

実施事項

毎年発表される重点分野に基づいて、
「企業標準先駆者リスト」を作成

リスト掲載の規格に基づいて、製品を
認証する取り組みを試験的に開始

複数の省・市おいて、 「企業標準先駆
者」と連携した政策を打ち出し

リスト
作成

製品
認証

政策
連携

 年次大会にて「企業標準先駆者リスト」を発表
 農業、消費財等の202の重点分野を設定
 サービスを優先的に政府調達に用いるように奨励
 2023年には実装範囲が265の主要分野に拡大

 試験的な製品認証の取組を実施

 家電製品、業務用冷凍設備分野等で、215製品を登録

 21の省・市で 「企業標準先駆者」制度と連携した政策を策定

例1：「企業標準先駆者」の基準を満たす製品・サービスを
 優先的に政府調達に用いるように奨励
 （江蘇省、陝西省、山西省、浙江省等）

例2：金融機関が「企業標準先駆者」企業に対する
 融資等を行うことを奨励・支援
 （北京、江蘇省、陝西省、山西省、广西省等）

例3：「企業標準先駆者」企業の科学技術投資を支援
 （广西省、貴州省）

優れた企業標準を認定し優遇措置を取ることで、企業の標準化活動インセンティブを創出
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概要

 国際的な標準開発の現場において、EUの主導的地位
を支え、中核的価値を促進することを明記
 近隣諸国や、アフリカやラテンアメリカ・カリブ海諸国

等の重要なパートナー地域との経済的関係強化の
ため、これらの国々による欧州規格や国際規格の
採用を促進・促進し、規格開発への参加を促すこと
を重視

EUは標準化戦略にて、アフリカなどパートナー地域の欧州標準の採用促進と国際標準化活動への参画
促進を掲げ、開発支援戦略（Global Gateway）を活用した投資計画を発表

国際連携の
位置づけ

 2022年2月に策定（欧州委員会発行）
 EUの政策目標を支えるために、統一的で国際競争力の

ある標準を策定・推進し、デジタル化やグリーン移行を加
速させる枠組み

取組み

 欧州委員会は、欧州標準化機関と第三国の標準化機
関との既存のパートナーシップや協力プロジェクトを構築す
ることを含め、イニシアティブを展開

 開発政策およびGlobal Gateway戦略を活用し、
そのインフラ融資活動を通じた標準化を推進
 アフリカの特定の国々における標準化プロジェクトに

資金を提供
 例）ナイジェリアに対し、光ファイバー ケーブルやデータ

センターなどのデジタルインフラの構築と、EU のデジタ
ルガバナンス標準を推進する規制枠組みの開発に
8 億 2,000 万ユーロを投資する計画を発表

欧州標準化戦略
EU Strategy on Standardisation

EU Global Gateway

 2021年12月発表された、世界的な投資のギャップ縮小に貢献する
EUの戦略。開発途上国のインフラなどへの投資を増強

 2021～2027年の間に、”チーム・ヨーロッパ（EU機関およびEU
加盟国が欧州投資銀行（EIB）や欧州復興開発銀行
（EBRD）などの金融・開発支援機関と連携）”を通じて
最大3,000億ユーロの投資を動員予定

 主要分野：デジタル、気候・エネルギー、運輸、健康、教育・研究

出所：European Commissionウェブサイト

 2022年2月に開催された欧州とアフリカ連合の首脳会談にて発表
 Global Gateway構想の最初の地域計画としてアフリカを対象に

資金枠の半分（1,500億ユーロ）を充てることを決定
 包括的かつグリーンでデジタルな変革を目的とし、フォーカス分野を

設定
 デジタル化移行の加速
 グリーン・トランジション加速
 持続可能な成長と働きがいのある仕事の創出の加速
 保健システム強化
 教育とトレーニングの改善

EU-Africa: Global Gateway Investment Package

EUの標準化戦略における国際連携の位置づけ
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EUは、 ASEAN地域統合のサポートを主目的とし、「ARISE+」のもとで標準化分野を含めた
域内障壁の低減などの支援を実施

ASEAN Regional Integration Support by the EU (ARISE+)

 「ASEAN 経済共同体ブループリント2025」 の実施を通じて、ASEANの経済統合の強化を支援

 2017年から2022年の間に4,100万ユーロを拠出して支援を実施
• コンポーネント1： ASEAN 単一市場  貿易円滑化、標準、税関および輸送円滑化
• コンポーネント2： ASEAN 知的財産権
• コンポーネント3： ASEAN 事務局の能力構築
• コンポーネント4： ASEAN 統合モニタリングおよび ASEAN統計
• コンポーネント5： ASEAN 航空輸送ARISE+ 技術支援

 2014年にASEAN事務局が発出した「ASEAN Guidelines for 
Harmonisation of Standards」はARISE+が作成を支援

分野別の標準化・適合性評価支援ではヘルスケア及び農業・食品分野で
プログラムを実施

• インフラの強化を通じて貿易の技術的障壁を低減
• ASEANにおいて、整合化した標準の数を拡大
• 食品及びエッセンシャルな食品安全の貿易障壁をASEAN各国間で低減
• ヘルスケア及び農業・食品分野の規制について共通のアプローチを採用

名称

目的

主な
内容

出所：EUウェブサイト

EUからASEANへの標準化分野の協力
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中国の標準化分野の国際連携
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中国の標準化分野の国際連携
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中国は近年、国際標準化におけるASEAN各国との協力を促進している

中国・ASEAN間の標準化、技術規制、適合性
評価にかかる協力の覚書 (2002年)

中国-ASEAN間で輸出入をする製品が安全、
健康、環境面の要求事項を満たし、TBT協定に
従って両地域間の貿易障壁の低減を目指す

優先分野における中国-ASEAN間の情報
共有の仕組みの構築

（情報共有の対象：例）
• 標準化、技術規制、適合性評価にかかる行政システム、

管理方法等
• TBT協定の実施に関連する法令、政策、実行経験、

TBT協定順守のためのアドバイス
• 各参加国が採用した標準化、技術規制、適合性評価

の内容
• 各参加国が採用した国際標準、ガイドライン 等

問題を解決するため、マネジメント、実施、技術
の知見を持つ者の相互訪問

 ASEAN各国間のギャップを埋めるための研修・
トレーニングの実施

関心領域における共同の調査

名称

目的

主な
内容

中国・ASEAN 標準化協力フォーラム
（2019年-）名称

目的

主な
内容

出所：ASEAN事務局、中国政府、ASEAN各国政府ウェブサイト

中国側は中国国家市場監督管理総局(SAMR)
中国国家標準化管理委員会（SAC）等が参加
 ASEAN各国の標準化関連機関と個別にMOUを締結

 2019年に発出されたイニシアチブには「中国と
ASEAN諸国は経済、貿易、技術革新の促進に
おける標準化の主導的役割に重点を置き、標準
システムの互換性を促進し、環境保護やグリーン
低炭素イニシアチブなど持続可能な開発の分野で
国際標準の策定と実施を強化すべき」旨を掲げる

中国とASEANは、標準化開発の実践経験の
共有、協力の強化によって国際標準を作成する

第3回フォーラム（2023年10月）の様子

中国からASEANへの標準化分野の協力
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ASEAN 
Standards and 
Conformance 
Strategic Plan 

2016-2025

（19ページで構成）

ASEAN Vision 
2040 and Key 
Strategies on 
Standards and 
Conformance

（28ページで構成）

2019年

2016年

タイトル 発出元発行時期

ASEAN
事務局

ERIA
（東アジア・

アセアン
経済研究
センター）

主なポイント

 ACCSQ（ASEAN 標準化・品質管理諮問評議会）はAFTA（ASEAN
自由貿易地域）を実現するため貿易における技術的障壁を取り除くことを目的
として設立

 ACCSQは、規格、技術規制、適合性評価手順の調和を通じて、各国を支援
 加盟国における規格と適合性評価のインフラストラクチャーを確立する
 任意規格・強制規格・適合性評価手続き（STRACAP）の政策の実現のため、

加盟国の能力構築と人的資本の開発を支援する

注：ASEANは、ASEAN経済共同体（AEC）の優先統合分野として①農業産品、②自動車、③エレクトロニクス、④漁業、⑤ゴム製品、⑥繊維・アパレル、
⑦木材産品、⑧航空旅行業、⑨e-ASEAN（情報通信技術）、⑩保健医療、⑪観光（後にロジスティックサービスを追加）を設定。

 ASEANは、基準、技術規制、適合性評価手続きを国際的なベンチマークと調和させ
るという一般的なアプローチを通じて、 AFTA（ASEAN自由貿易地域）の実現に取
り組んでいる

 12の優先統合分野：注に対する国家標準を、これらの分野に対応する国際ベンチ
マークと調和させることから作業を開始

 WTOのTBT協定に沿った規格、技術規制、適合性評価手続きの調和を目指す
 TBTに対応するため強固な品質のインフラを構築する
 世界レベルの適合性評価機関、認証機関、認定機関の設立を目指す

ASEAN域内の統合に向け、国際規格と国内規格の整合化をはじめ域内の貿易障壁の低減を優先。
ISOやIECでの積極的な提案はASEAN全体としては優先事項には掲げていない

出所：ASEAN事務局、ERIA

ASEANにおける標準化・適合性評価の取り組み
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ASEANには統合された標準化機関はなく、評議会であるACCSQにてASEAN各国の基準、
技術規制、適合性評価手続きの調和作業を行っている
 ASEANには統合された標準化機関はなく、ASEAN事務局の分野別委員会であるACCSQ（Consultative Committee on Standards and 

Quality; ASEAN 標準化・品質管理諮問評議会）にて、ASEAN加盟各国の基準、技術的規制、適合性評価手続きを調和させる作業を行う
 ACCSQには、ASEAN加盟国の国家標準化機関及び規制当局が参加
 ACCSQ会合は最低年1回、通常は年に2回開催。下部の委員会・WGも年に2回程度開催
 ACCSQ、委員会・WGともに議長は毎年交代

WG1
標準化
WG

WG2
適合性
評価
WG

WG3
法的メソド

ロジー
WG

JSC
 EEE

電気電子
機器に
かかる
合同

委員会

RBP
WG

ゴム製品
WG

ACC
ASEAN
コスメ
ティック
委員会

PPWG
医薬品
WG

PFPWG
加工食品

WG

AMDC
医療機器
委員会

TMHSP
WG 

伝統的な
医薬品
及び
サプリ
WG

APWG
自動車
製品
WG

BCWG
建築・
建設
WG

DTSC
WG

デジタル
貿易
及び

基準認証
WG

ACCSQ
（ASEAN 標準化・品質管理諮問評議会）

SEOM
（ASEAN 高級事務レべル会合）

AEM
（ASEAN経済大臣会合）

2023年6月のACCSQ会合
（インドネシア）の様子

出所：ASEAN事務局、JETRO

ASEANにおける標準化・適合性評価の取り組み
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ISOにおけるASEAN主要国のSDO
（Standards Development Organizations）

ASEAN各国からも、各標準化機関がISOに参加

出所：ISO

マレーシア

National Standardization Agency of the Republic of Indonesia（BSN）インドネシア

シンガポール

タイ

フィリピン

ベトナム

Department of Standards Malaysia（DSM）

Standards, Productivity and Innovation Board（SPRING SG）

Thai Industrial Standards Institute（TISI）

Bureau of Philippine Standards（BPS）

Directorate for Standards, Metrology and Quality（STAMEQ）
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国際標準化の連携候補となり得るASEANのグローバル企業（例）
AESANにはグローバルでトップレベルの企業があり、
日本と協力して国際標準化をリードするニーズがあると想定される

出所：各種公開情報

Top Glove 
Corporation

 1991年設立
 地場企業から飛躍的な成長を遂げ、世界最大のゴム手袋メーカーに成長
 主力の医療手術用の手袋に加え、エクササイズバンド、ラテックスシート、止血帯、フェイスマスク

など幅広い製品を提供
 マレーシア、タイ、ベトナム、中国、米国、ドイツ、ブラジルに生産拠点を持ち、195か国で販売

Wilmar
International 

 1991年、パーム油のトレーディング会社として設立
 パームのプランテーションや様々な油糧種子の搾油・精製を行い、オレオケミカル、バイオディーゼル、

製粉、精米、製糖などの事業をアジアを中心に世界で展開
 33か国/500以上の自社工場において生産を行い、50か国以上で販売

Indorama 
Ventures

 1995年設立
 20％近い世界シェアを持つ、世界最大のPET樹脂メーカー
 タイ初の梳毛ウール糸製造会社からスタート。米欧での買収を通じて事業を拡大

 アフリカ、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、北米、南米の6大陸35か国に拠点

FPT
Corporation

 1988年設立（1990年にFPT Cooperationに改名）
 ベトナム最大手の情報技術分野の企業。ソフトウェア開発、ITサービス、BPO、デジタルコンテンツや

オンラインゲーム等を提供
 2014年にベトナムのICT業界にとって初の国境を越えたM&Aを実施（スロバキア企業を買収）
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ISOのTC/SCにおける幹事国数 （2023年）
297

93 81 81 75
23 22 11 3

139

EU 米国 中国 日本 英国 オーストラリア 韓国 インド マレーシア その他

出所：ISO「ISO IN FIGURES 2023」、ISOウェブサイト

マレーシア
The Department of 

Standards 
Malaysia(DSM)

• ISO TC 45 Rubber and rubber products
• ISO TC 45 / SC 4 Products (other than hoses)
• ISO TC 157 Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactics

標準化機関と幹事を務めるISOのTC/SC

インド
The Bureau of 

Indian Standards 
(BIS)

• ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering
• ISO/TC 34/SC 7 Spices, culinary herbs and condiments
• ISO/TC 113 Hydrometry …等 全11TC（全TCリスト次頁参照）

オースト
ラリア

Standards 
Australia(SA)

• ISO/IEC JTC 1/SC 40  IT service management and IT governance
• ISO/TC 21/SC 3 Fire detection and alarm systems
• ISO/TC 21/SC 8 Gaseous media and firefighting systems using gas 

…等 全22TC（全TCリスト次頁参照）

韓国
The Korean Agency 
for Technology and 
Standards (KATS)

• ISO/IEC JTC 1/SC 6 Telecommunications and information exchange between systems
• ISO/IEC JTC 1/SC 36 Information technology for learning, education and training
• ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of things and digital twin …等 全23TC（全TCリスト次頁参照）

国

国際標準化における各国のプレゼンス（1/3）
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出所：ISOウェブサイト

• ISO/IEC JTC 1/SC 6 Telecommunications and 
information exchange between systems

• ISO/IEC JTC 1/SC 36 Information technology for 
learning, education and training

• ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of things and digital 
twin

• ISO/TC 8/SC 8 Ship design
• ISO/TC 8/SC 11 Intermodal and Short Sea Shipping
• ISO/TC 21 Equipment for fire protection and fire 

fighting
• ISO/TC 21/SC 2 Manually transportable fire 

extinguishers
• ISO/TC 37/SC 4 Language resource management
• ISO/TC 46/SC 4 Technical interoperability
• ISO/TC 46/SC 8 Quality - Statistics and 

performance evaluation
• ISO/TC 61/SC 2 Mechanical behavior
• ISO/TC 61/SC 9 Thermoplastic materials
• ISO/TC 71/SC 5 Simplified design standard for 

concrete structures
• ISO/TC 71/SC 7 Maintenance and repair of concrete 

structures
• ISO/TC 82/SC 7 Sustainable mining and mine 

closure
• ISO/TC 107 Metallic and other inorganic coatings
• ISO/TC 107/SC 3 Electrodeposited coatings and 

related finishes
• ISO/TC 107/SC 8 Chemical conversion coatings
• ISO/TC 113/SC 8 Ground water
• ISO/TC 135/SC 8 Thermographic testing
• ISO/TC 201/SC 9 Scanning probe microscopy
• ISO/TC 215/SC 1 Genomics Informatics
• ISO/TC 344/SC 1 Retail logistics

• ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems 
engineering

• ISO/TC 34/SC 7 Spices, culinary herbs and 
condiments

• ISO/TC 113 Hydrometry 
• ISO/TC 113/SC 1 Velocity area methods
• ISO/TC 113/SC 6 Sediment transport
• ISO/TC 120 Leather
• ISO/TC 120/SC 1 Raw hides and skins, including 

pickled pelts
• ISO/TC 120/SC 2 Tanned leather
• ISO/TC 120/SC 3 Leather products
• ISO/TC 146/SC 1 Stationary source emissions
• ISO/TC 332 Security equipment for financial 

institutions and commercial organizations

• ISO/IEC JTC 1/SC 40  IT service management and 
IT governance

• ISO/TC 21/SC 3 Fire detection and alarm systems
• ISO/TC 21/SC 8 Gaseous media and firefighting 

systems using gas
• ISO/TC 27/SC 1 Coal preparation: Terminology and 

performance
• ISO/TC 27/SC 5 Methods of analysis
• ISO/TC 46/SC 11 Archives/records management
• ISO/TC 89/SC 1 Fibre boards
• ISO/TC 89/SC 2 Particle boards
• ISO/TC 94 Personal safety -- Personal protective 

equipment
• ISO/TC 94/SC 14 Firefighters' personal equipment
• ISO/TC 96/SC 9 Bridge and gantry cranes
• ISO/TC 98/SC 1 Terminology and symbols
• ISO/TC 102/SC 2 Chemical analysis
• ISO/TC 108/SC 5 Condition monitoring and 

diagnostics of machine systems
• ISO/TC 121/SC 8 Suction devices
• ISO/TC 176/SC 3 Supporting technologies
• ISO/TC 180 Solar energy
• ISO/TC 180/SC 1 Climate - Measurement and data
• ISO/TC 183 Copper, lead, zinc and nickel ores and 

concentrates
• ISO/TC 207/SC 3 Environmental labelling
• ISO/TC 272 Forensic sciences
• ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger 

technologie

インド(BIS)が幹事を務めるTCオーストラリア(SA)が幹事を務めるTC韓国(KATS)が幹事を務めるTC  

マレーシア(DSM)が幹事を務めるTC

• ISO TC 45 Rubber and rubber products
• ISO TC 45 / SC 4 Products (other than hoses)
• ISO TC 157 Non-systemic contraceptives and STI 

barrier prophylactics

ICT関連のTC複数 テクノロジー、資源（鉱物）関連のTC複数 皮革産業関連のTC複数

ゴム製品関連のTC複数

韓国・オーストラリア・インド・マレーシアが幹事を務めるISO TC/SC
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国際標準化における各国のプレゼンス（2/3）

416

292

229 228

117

57
18 9 5 3

447

EU 米国 中国 英国 日本 韓国 オース
トラリア

インド マレーシア タイ シンガ
ポール

その他

874

出所：ISO「ISO IN FIGURES 2023」、ISOウェブサイト

ISOのWGにおけるコンビナー数 （2023年）
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国際標準化における各国のプレゼンス（3/3）

出所：IEC活動推進会議「IEC事業概要」、一般社団法人情報通信技術委員会「標準化テキスト解説」

IECのTC/SCにおける幹事国数 （2023年） ITU-Tにおける国別の寄書数と割合 （2023年）
92

27 23 19 13 9
2

36

EU 米国 日本 英国 中国 韓国 オース
トラリア

その他

ASEAN各国は
含まれていない

図表：一般社団法人情報通信技術委員会「標準化テキスト解説」
（2024年2月）より

ASEAN各国は
上位に登場しない
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オーストラリア：標準化機関（SA）と国家標準化戦略
標準化機関

Standards Australia（SA）

 政府、産業界、オーストラリアコミュニティ全体と連携し、標準化
活動を調整し、 Australian Standards®の開発を促進

    【活動の目的】
 標準の開発: 新規／既存の標準を開発または更新する機会

を提供
 国際参加：幅広い国際規格の開発と採用に参加
 規格開発組織の認定: Australian Standards®を開発

する他組織を評価および承認

設
立

体
制

活
動
概
要

 1922年 前身となるオーストラリア連邦工学規格協会 設立
 1999年 非政府国家規格団体としてStandards Australia

設立

取締役会

取締役会委員会

財務・投資・
監査委員会

メンバーシップ
委員会

人材ガバナンス
とリスク委員会

標準開発および認定
委員会 (SDAC)

•CEO NSW Data 
Analytics Centre

•Head of Gas 
Installation and 
Equipment Safety, 
Regulatory Operations, 
Energy Safe Victoria

•Chief Executive, 
Industry & Policy, 
Housing Industry 
Association Ltd (HIA)

•Principal, GED 
Advisory

•Global Standardisation 
Manager, Essilor

•Technical 
Development 
Manager, Akaysha 
Energy  等

従業員313名

•Director, 
Standards 
Australia; Chief 
Executive 
Officer, 
Governance 
Institute of 
Australia

•Executive 
Director, Bureau 
of Steel 
Manufacturers 
of Australia 
(BOSMA)

•Chief Executive 
Officer, 
Concrete 
Institute of 
Australia 等

出所：SAウェブサイト、Standard Australia Annual Review 2023

国家標準化戦略
重要・新興技術 (CET) 分野での国際標準化

(産業科学資源省（DISR）の発信)
 以下の重要技術分野において国際標準化に力を入れる旨を発信

 インド、日本、アメリカと「重要かつ新興の技術標準に関するクワッド原則
(Quad Principles on Critical and Emerging Technology 
Standards)」を制定

Standard Australia（SA）標準化の戦略的イニシアティブ
（SA Annual Review 2023）

 SAは標準化の戦略的イニシアティブを策定
 責任あるAI導入に関する標準の指針検討イニシアチブ組成
 重要・新興技術 (CET)ダッシュボード構築

（世界中のCET規格の進捗を確認できるダッシュボード）
 量子標準化（国家量子戦略の目標達成への貢献）
 循環型経済への移行促進

 国際標準化の牽引において、太平洋諸島やASEANとの連携を強化
 2023年7月「太平洋諸島標準化委員会（PISC）」設立

• 気候変動の緩和や地域間貿易の促進を企図
 ASEANオーストラリア・デジタルトレード・スタンダードイニシアティブ推進

• ASEAN加盟国によるデジタル貿易標準の普及を提唱。イニシアチブの下
で初となる「デジタル貿易基準フェローシップ」を主導

 ASEANにおける重要・新興技術(CET)のための国際規格統合主導
• SAとオーストラリア外務貿易省との連携により2年間のプロジェクトを実施
• 東南アジア7カ国(ベトナム、マレーシア、タイ、カンボジア、ラオス、フィリピン、

インドネシア)の国家規格機関と二国間協力、能力開発に取り組む

 先端製造・材料技術
 AI技術
 高度情報通信技術
 量子技術

 自律システム、ロボット工学、ポジショニング、
タイミング、センシング

 バイオテクノロジー
 クリーンエネルギー生成・貯蔵技術

SA組織構造



55

韓国：標準化機関（KATS）と国家標準化戦略

設
立

標準化機関
Korean Agency for 

Technology and Standards (KATS)

出所：KATSウェブサイト、KATS「先端産業国家標準化戦略」

 1883年（造幣局傘下の組織として設立）

活
動
概
要
・
体
制

 2013年より、産業通商資源部（MOTIE）支援の下、
4局に組織再編
 規格・方針
 製品安全方針
 適合政策
 貿易に関する技術障壁

国家標準化戦略
「先端産業国家標準化戦略」(첨단산업 국가표준화 전략)

 2024年5月、「2024先端産業標準リーダーシップフォーラム総会」にてKATSに
より発表
 2023年5月に米国が発表した「重要・新興技術（CET)に関する国際標準

戦略」に続き、韓国もCET分野の国家標準戦略の策定を公表
 2023年8月に「韓米標準協力フォーラム」を開催し、米国のCETに関する国家

標準戦略と韓国の先端技術標準化戦略を共有。半導体、人工知能（AI）、
自動運転、量子技術、カーボンニュートラルなど5分野の国際標準を主導するた
めの協力案を議論

2030年までに先端産業分野国際標準 250件開発を目標に設定
 12の先端産業分野を選定し、フォーラムを組成
 半導体、ディスプレイ、二次電池、人工知能、未来車、未来船、ロボット、

先端製造技術、量子技術、核素材、原子力、クリーンエネルギー 等

ビジョン：「先端産業分野の超格差競争力を確保する国際標準の先取り」

目標

ｺｱ
ﾊﾞﾘｭｰ

戦略

先端産業の
国際標準開発 標準化国際協力の強化 企業中心の

標準開発環境の整備

スピード
（標準開発期間の短縮）

民間
（企業主導）

持続
（人材育成、継続投資）＋ ＋

①先端産業標準の
適時開発

②標準化
国際協力の強化

③民間の標準化
活動の拡大

④標準開発
環境づくり

• 国際標準開発
• 国家標準(KS)の普及
• 迅速な開発促進
• 開発計画の補完、
点検

• 国際標準化リーダー
シップ強化

• 国家間の協力拡大
• 民間機関の標準共同
開発支援

• 企業の標準活動参加
支援

• 啓発、能力開発

• 投資の選択・集中
• R&D連携強化
• 標準化専門人材の
養成継続

KATS組織構造
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インド：標準化機関（BIS）と国家標準化戦略
標準化機関

Bureau of Indian Standards（BIS）

 1947年 前身となるインド規格協会（ISI）設立
 1987年 インド基準局（Bureau of Indian Standards：

BIS）が、国家標準化機関として国会で承認

 標準化、認証、試験を通じて、製品の品質保証、消費者の
健康被害の抑制、輸出入の代替促進、製品品種拡大の
抑制等に取り組む
 【具体的な活動例】：標準規格の策定、製品認証制度、

登録制度、外国製造業者認証制度、ホールマーク制度、
ラボラトリーサービス、試験所認定制度、インド規格の販売、
消費者問題、プロモーション活動、国内・国際レベルの研修
サービス、情報サービス 等

国家標準化戦略

消費者食糧公共配給省 大臣
（hon'ble union minister for consumer affairs, 

Food & Public Distribution）

設
立

体
制

出所：BISウェブサイト、インド国家標準化戦略、標準化国家行動計画（SNAP）

活
動
概
要

消費者食糧公共配給省 副大臣

省組織

実行委員会 諮問委員会

ファイナンス

標準

検証

認証

研究開発

インド国家標準化戦略（llNSSl）
 2018年6月、第5回国家標準化会議にて発表。2014年から2017年までの

4年間の協議で得られた幅広いコンセンサスの結果を集約
 セクター全体の標準開発の現状、既存の品質インフラ、国内経済の発展と商品

およびサービス貿易に関する政策の方向性を検討
 標準化エコシステム構築の4つの柱を策定し、

それぞれの下に個別目標を設定
1. 標準の開発
2. 適合性評価と認定
3. 技術規制と SPS 措置

(衛生と植物防疫のための措置)
4. 啓発と教育

標準化国家行動計画（SNAP）
 2019年2月、BISが発表。国家標準化戦略（INSS）を補完する位置づけ
 取組みの柱は、サステナビリティ、スマートテクノロジー、サービス業
 AnnexⅡに具体的な標準化の主要分野を列挙

例）デジタル技術 (ITセキュリティ、AI、IoT等)、持続可能な環境と廃棄物
管理、住宅と構造の安全性、石油と燃料、農業機械、スマートシティ 等

 行動計画策定における5つの目的を設定
1. 標準化ニーズの特定と利害関係者の関与の強化
2. 標準化プロセスの効率化と迅速化
3. 国内における調和のとれた標準化活動の確保
4. 国際標準化活動への参加と関与の拡大
5. 標準化に対する認識と実施の拡大

【具体アクション】
 インドにとって戦略的に重要なISO・IECへの参加優先分野を特定し、

関連専門家を選出、年間の代表団計画を策定
 インドが標準化のための新規作業項目を提案できる分野を特定
 国際標準化へ参加する代表団承認手続きを簡素化
 国際標準化作業への参加と、国際/地域標準化団体との協力を強化

BIS組織管理構造

消費者課題
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日本とパートナー国間のAZEC関連MOU動向全体像

1. 特定国に分類されない国際機関とのMOU1件を含む。2. 「その他」は包括提携、カーボンクレジット、GHG算定/視化等の特定技術に分類されない内容
Source: 各種公開情報; BCG分析

MOU締結件数国 クリーン技術別内訳 (単独MOUが複数クリーン技術を含んでいる場合はダブルカウント)

CCUS 再エネ 送配電 電化新燃料 その他2ガス

インドネシア

マレーシア

豪州

タイ

ベトナム

シンガポール

フィリピン

カンボジア

ラオス

計: 136件1

17 178 4 1438

4 1 1 14

8 4 2 5

1 5 4 2

7 5 1 2 1

3 1 4

3

2

1 1

国別特徴

ガス/LNGから新燃料、CCUS、再エネ/
送配電に渡るまで広範囲な技術を包含
ゼロボード社のGHG算定・可視化協業
(その他)と新燃料関連が主流
水素・アンモニア、e-メタン、SAF等の新
燃料及びCCUS関連の協業が主流

再エネ・送配電関連の協業・共同開発
に係る内容が主流
グリーン水素・アンモニア等の新燃料と
CCSが主流

水素・アンモニア等の新燃料とクレジット
等の包括提携(その他)が主流
銀行主体(JBIC、メガバンク)による現地
企業との包括提携内容が主流
バイオマス発電と太陽光発電の再エネ2
案件
グリーン水素案件1件と低炭素肥料案
件1件

7

AZEC関連MOUは直近1年間で計136件締結されており、水素・アンモニア等の新燃料、再エネ関連
が多いが、ガス/LNGバリューチェーンも含まれる
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AZEC関連MOU詳細 : インドネシア

現地国

Source: 各種公開情報; BCG分析

MOU案件概要# 参画企業/組織

日本

該当クリーン技術

CCUS 再エネ 送配電 電化新燃料 その他ガス
関西電力/送配電とインドネシア国BBSP (MEMR) ・インドネシ
ア国営電力会社 (PLN) との送電事業可能性検討協業覚書1

国際協力機構 (JICA) とPLN とのエネルギー
トランジション推進の為の人材育成支援に関する覚書3

インドネシア共和国法人PT Pupuk Indonesia (Persero) との
業務協力協定の締結(水素・アンモニア)5

“エネルギー分野における能力開発・技術協力分野での協力”
に関する覚書7

インドネシア産固形バイオマス燃料の少量輸送・多品種化を
見据えた安定供給体制の構築に関する覚書2

JICAとPLNPとのエネルギートランジション支援協力の覚書4

インドネシア共和国ヌサンタラ首都庁との覚書6

“エネルギー分野における能力開発・技術協力分野での協力”
に関する協力プラン8

JERAとPERTAMINA社とのLNG/LCF
バリューチェーンの協力に関する覚書9

プルタミナとJOGMECのメタン排出削減及びCI算定事業MOC10

インドネシア・スコワティ油田におけるCO2圧入
実証試験の実施に向けた共同研究契約11

Legok Nangka廃棄物処理・発電事業案件におけるPPP契約
等締結までのスケジュールに関する覚書12

PPT ENERGY 
TRADING CO. LTD.

インドネシア
鉱物資源省

インドネシア
西ジャワ州政府

第1回AZEC首脳会議(2023年12月)以降のMOU

インドネシアでは、直近1年間で計58件のAZEC関連MOUが締結されており、ガス/LNGから新燃料、
CCUS、再エネ/送配電に渡るまで広範囲なクリーン技術を包含
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経団連「AZEC構想の推進に関する提言」(2024年7月)

Source: 経団連「AZEC構想の推進に関する提言(2024年7月16日)」; BCG分析

(1) ルール形成
① サプライチェーンゼロエミ化

• GHG排出量算定/報告ルール統一、排出量の
見える化

• 排出量データのサプライチェーン上連携と欧州
データベース(Catena-X等)との接続

② グリーン製品市場の構築
• 削減実績量(AEP)・削減貢献量(REP)導入

③ JCM拡大・活用促進
• JCM参加国拡大、JCMルール共通化
• JCM対象技術への脱炭素技術組込み

(水素・アンモニア、e-fuel、CCUS等)
④ その他基準

• 低炭素水素等のCO2排出基準策定
• 危険物輸出入・高圧保安規制調和

⑤ 貿易投資促進
• EPA/FTAにおける環境物品の関税削減スケ

ジュール前倒し
• 外資規制等の投資障壁撤廃

(2) ファイナンス
• 世銀、ADB等によるブレンデッドファイナンス推進
• ASEANタクソノミー(第3版)、Blue Dot 

Networkのトランジション期の実態に即した内容
への改訂

• AZEC案件への日本政府による経済的インセンティブ付与(優遇支援、手続き特例等)
• プロジェクト実施国へのAZEC案件支援措置働きかけ(例: グローバルサウス予算拡充)

• コーポレートPPA制度導入、許認可プロセス明確化、ローカルルール撤廃
• 水素・アンモニア、CCUS、送配電、EV充電インフラ部門への現地政府支援拡充 

• 再エネ建設・発電許認可プロセス簡素化、オフサイトPPA可能な託送制度整備 等
• 水素・アンモニアの脱炭素政策への位置づけ明確化、現地政府支援拡充

• ASEANパワーグリッド構想(国際送電網)早期実現に向けた技術協力・ルール形成支援
• ASEAN地域の最低エネルギー消費基準(MEPS: Minimum Energy Performance Standard)の目標

値引き上げ

• 第8次国家電源開発マスタープラン(PDP8)に沿った送配電増強加速
• 水素・アンモニアの詳細ロードマップ作成・法的枠組みの整備
• トランジション期におけるLNG火力の重要性・必要性、LNG売買契約等の業界標準理解醸成

• 水素・アンモニアの設備導入費、燃料値差支援、グリッド接続容量拡大 等
• CCUS/DAC事業のJCM対象技術への追加

• 再エネ事業の許認可プロセス簡素化、土地管理所有権明確化、再エネ証書明確区分け
• バイオマス燃料利用の税制面優遇措置等の政府支援策導入
• LNGに係る電源入札制度における最低引取電力量保証、ロードマップ早期策定

全体共通
1

2

3

4

5

1

2

日本

ASEAN

インドネシア

タイ

ベトナム

マレーシア

フィリピン

経団連はAZECアドボカシー活動として「全体共通」と「各国政府(日本含む)」それぞれでアジア地域で
のエネルギー関連プロジェクトの実現性/収益性を向上させる提言を取り纏め

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/052.html
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国際社会にとっての重要性（パートナー候補各国）

気候変動

資源

食料・農業

防災

モビリティ・物流

インフラ/都市/土木/建築

量子

宇宙

情報通信・ICT

デジタル

バイオエコノミー

素材

海洋

医療・ヘルスケア

自然共生

循環経済

エネルギー

インドネシア タイ マレーシア
2045年までに再エネ比率
45%目標
主食自給と持続可能な農
業目指す

豊富な資源を活かしEV・
バッテリー製造強化

価
値
提
案
分
野

領
域
横
断
分
野

分
断
リ
ス
ク
分
野

地理空間データの統合強
化を目指す

衛生インフラ拡充で環境・海
洋モニタリング強化目指す
5Gネットワークの普及・強化
を目指す

将来的な量子技術導入の
基盤づくり着手

国内製造力強化を通じ経
済成長を目指す
資源優位性を活かし中長
期で半導体に注力

-

2045年までに海域の30%を
海洋保護区化
医療機器の輸入依存脱却
を目指す
再エネインフラ開発と原子力
活用に取り組む

2020-2044年に渡る防災マ
スタープラン策定
2030年までに国土・海洋
30%保護を目指す
UNDP協力のもと主要5分
野で循環経済推進
IoT投資を通じデジタル競争
力強化を目指す

今後13年間で85億ドルを
再エネに投資
国家戦略で食品・野売行
のデジタル化推進

EV普及・物流改善を目指
す
インフラ開発を経済発展の
優先事項に据える

東南アジア宇宙ハブという目
標に向けた国家計画承認
-

量子開発の枠組みとしての
ロードマップ策定

金属輸入依存を減らす目
的の政策が承認
半導体の製造・開発への投
資促進を強化

農業原料の90%バイオ由来
を目指す

-

-

-

国家計画で災害リスク削減
等を目指す
生物多様性保全に関する
国家計画策定
資源再利用等により新市
場創出を目指す
国家戦略でAI開発基盤の
構築を目指す

ロードマップ策定、水素経済
先進国を目指す
食料安全保障・経済強化
を目指す

2050年までにEV普及率
80%を目標に設定
経済成長・格差是正を目
指した政策を策定

宇宙産業による経済成長促
進を目指す国家戦略承認
-

-

鉱物産業の持続可能性向
上に向けた計画を策定
今後10年で半導体強国へ
の変革を目指す

循環型バイオエコノミーへの
移行を促進

-

-

エネルギー持続性確保に向
けた政策発表

災害リスク削減と対応能力
強化を目指す
生態系保護に関する国家
政策を実施
世界的なベストプラクティス
に基づいた国家政策を策定
国家AIオフィス設置、AI能
力強化に取り組む

シンガポール インド オーストラリア
2050年ネットゼロ目標に水
素開発に注力
2030年までに国内栄養自
給率30%目標

EV普及に向けインフラ拡充
など促進策実施

-

宇宙技術開発に1億ドル以
上投資
5G及び次世代通信の技術
開発を推進

量子技術分野でのリーダー
シップ確立目標

-

半導体産業への人材供給
を確保

バイオ医薬品の製造力強
化に注力

海洋ごみ対策に向けた国
家戦略を公表
予防医療への転換、医療
費低下に注力
-

-

-

消費削減やリサイクル量の
増加等に注力
国家戦略としてAIエコシステ
ムの構築目指す

発電・貯蔵・炭素回収等の
技術展開目指す
安定的食料供給に向けス
マート農業を推進

国家計画で物流・自動車
産業の強化に注力
1億ドルのインフラ投資のた
めのロードマップ策定

宇宙分野への外国直接投
資が大幅に認可
-

量子先進国に向けエコシス
テム構築を目指す

鉱物安全保障パートナー
シップ加盟
半導体エコシステム構築・
競争力向上目指す

2030年までにバイオ経済
300億ドル規模目標

-

医薬品の手ごろな価格と品
質担保を目指す枠組策定
-

技術主導の災害戦略の構
築ビジョン掲げる
生物多様性保護に向けた
国家戦略発表
11重点分野で行動計画策
定と実施
AI内製化のビジョン推進に
取り組む

国家戦略発表、水素リー
ダー国目指す
スマート農業で持続性・生
産性向上目指す

EV普及と将来の物流ニーズ
対応に取り組む
10年で1200豪ドル規模の
インフラ計画策定

宇宙開発での国際連携と優
位性強化を国家戦略策定
-

国内量子産業成長の長期
ビジョンを国家戦略で提示

重要鉱物の精錬・加工分
野の強化に注力
合成生物学に関する国家
ロードマップ策定

-

海洋生態系保護を目的と
した研究・投資計画を更新
重点分野での研究成果の
活用・商業化促進

災害準備フレームワーク策
定と基金実施
2030年までに生物多様性
の回復目指す
廃棄物管理・資源回収の
強化に注力
AI開発・活用のリーダーシッ
プ確立目指す

対象領域の多くは、パートナー候補と想定するインド太平洋地域の各国における重点分野となっている
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〇 我が国として、国際標準活動における協働を通じて国際的な「社会課題解決」や「市場創出」
等を実現し、結果的に国内の社会課題解決や競争⼒強化にも繋げていくべく、国際社会にとって
重要であり、かつ、国際標準が重要成功要因となり得る17の重要領域を選定
〇 限られた国際標準リソースを集約する観点から、実現可能性や対応の緊要性を踏まえ、重要
領域の中から8つの戦略領域を選定

戦略領域・重要領域の選定について

重要領域・戦略領域の選定とその方向性(1/3)

〇 今回選定された重要領域・戦略領域は固定されるものではなく、今後の官⺠による国際標準
活動のモニタリングや毎年度のフォローアップ、本戦略の中間点検・最終点検を通じて、適宜その加
除修正、バージョンアップを図る

戦略領域・重要領域の見直し・ブラッシュアップ

〇 戦略領域：重要領域の中でも、現在国内外の国際標準活動が動いており、対応の緊急性
が認められ、追加支援、あるいは現在と同等の支援の継続が必要な領域であり、各省庁や内閣府
による優先支援対象／官民連携の上でのアクションプラン・ロードマップ作成支援の対象／モニタリン
グ・フォローアップ対象とする
〇 重要領域：我が国の強みや実現可能性、一定の市場規模が認められ、我が国にとって重要
な領域と判断されるものであり、中長期的な観点から支援していく

戦略領域・重要領域のイメージ
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環境・
エネル
ギー

気候変動・
エネルギー・GX

トランジション(移行)をベースに、各国の事情に応じた脱炭素化に向けた現実解を示しつつ、我が国の技術や知見で各国のトランジションに貢献すべく、トラ
ンジションといったコンセプト・マネジメント規格、製造プロセスや製品単位での国際評価手法、GHG排出量算定・報告やクレジット利用ルール等

自然共生
生物多様性条約やTNFD等の国際動向と連携しつつ、各国の地域固有性を考慮し、各国との協力によりネイチャーポジティブへの実効的なトランジションに
貢献すべく、自然共生型のコンセプト・マネジメント、関連情報開示に向けた固有の指標やデータセット、ネイチャーポジティブ製品やサービスの普及に向けた
製品単位での国際評価手法、自然資本・生物多様性の価値評価・取引ルール等

循環経済
我が国の高い技術力から派生する資源循環に関するCEビジネスや、モノの履歴データを活用したサービスの展開とともに、循環性性能の適切な評価を目指
した循環性指標化を通じた国際的な循環経済へのトランジションに貢献し、かつ、資源の自律性を確保すべく、移行手段としての廃棄物ヒエラルキーの位置
づけ、3R等の資源循環技術、企業連携に関するマネジメント、製品の環境情報等のデータ管理、各地域の実情に沿ったエコデザインや循環性指標等

食料・農林水産業
スマート農業・環境保全型農業に係る技術の海外展開や、高品質・高付加価値の産品、多様でバランスに優れた食の国際的な普及等を通じて、世界及
び我が国の持続的な食料供給、食の安全、栄養改善等に貢献すべく、スマート農業技術、環境保全型農業の要件、高品質・高付加価値の農林水産
物・食品の定義・試験方法、食事全体で栄養評価する概念等

防災
我が国が有する防災の知見や技術の海外展開を通じて、世界の人命・暮らし・健康・資産に対する災害リスク及び災害による損失の削減を目指すとともに、
同取組と連携しつつ、国際場裡における防災の主流化を引き続き推進すべく、防災事前投資を誘導する災害リスクファイナンス、質の高いインフラの要件定
義、災害情報を共有するためのデータ規格等

デジタ
ル・AI

デジタル

AI

DFFT*1のもとで国境を越えた自由なデータ流通を目指し、データ活用の促進やデータ活用環境の整備、安全なデータ流通の基盤構築、日本が知見を持
つ特定分野のユースケースの蓄積等を図り、社会全体の生産性を高め、データ格差を抱える途上国等への支援や協力等を推進すべく、データ連携基盤に
おける安全なデータ流通を確保した上でのデータスペース規格や海外データスペースとの連携、相互運用性を確保した上でのデジタルアイデンティティの運用
基準等
社会受容や技術開発を進めるための市場拡大を図り、ロボティクスなどの新たな分野におけるAIの活用の実現を推進し、国際的な社会課題解決に貢献す
べく、AIの安全性要件や、データ分析及び機械学習に必要なデータ品質、構造、フォーマット、領域特化のAI、人と協業するロボットの普及拡大に資する安
全性や運用基準等

モビリティ
次世代モビリティの安全性・互換性・環境性能の向上による技術の普及を促進するとともに、技術開発やユースケース創出、データ整備、環境負荷低減に
よって国際社会の経済成長を支える基盤を築くべく、業者・システム間連携のための物流のデータフォーマット、次世代航空機の開発や市場獲得に向けた安
全性・環境性能の要件、次世代船舶の開発や市場獲得に向けた安全・環境基準、鉄道・港湾の性能評価、次世代自動車の車載用蓄電池の安全性
試験規格等

情報通信
今後、社会の様々な現場でAIが利用されることにより、AIが学習・高度化するために必要となるデータ等が発生・流通し、通信トラヒックの増加と消費電力の
増大に拍車をかける懸念があるため、情報通信ネットワークにおいて、低遅延・高信頼・低消費電力な次世代情報通信基盤Beyond 5Gを早期に実現す
べく、我が国が強みを有するオール光ネットワーク分野、非地上系ネットワーク（NTN）分野、無線アクセスネットワーク（RAN）分野等

量子技術

バイオエコノミー

量子コンピュータ市場においては、アプリケーション(製造業)、ハードウェア(部素材開発)や、付加価値の高いソフトウェア(アルゴリズム)領域を、量子暗号通信
では、量子鍵配送(QKD)の技術開発を、量子センシングでは、利活用を支える技術基盤の充実・強化を進めるべく、量子コンピュータではアルゴリズムの性
能評価や部素材の規格化、量子暗号通信ではQKD装置のセキュリティ要件や装置利用の促進等、量子センシングでは、部素材の性能評価等

バイオものづくりでの微生物等の改良技術・製造技術の強化とともに、バイオ由来製品の認知向上を通じ、国際的なバイオエコノミー構築に貢献すべく、バイ
オものづくりの付加価値のコンセプト化、バイオ製造の安全基準、バイオ製造技術の確立やバイオ由来製品の品質基準や認証等

戦略領域の方向性

重要領域・戦略領域の選定とその方向性(2/3)

1. Data Free Flow with Trust（信頼性のある自由なデータ流通）
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重要領域・戦略領域の選定とその方向性(3/3)

インフラ

フュージョン

宇宙

素材

運用維持管理等の長期的な取組も含め、各国事情に応じたインフラサービスの提供により、効率的なインフラ構築をグローバルに目指すべく、日本の技術の利用に適した
データフォーマットや利用ガイドライン、基盤システムと防災技術との連携による災害対応スマートシティの構築、建設生産・管理システムの効率化に向け、BIM／CIM*1の基
準・要領、3D都市モデル*2等

コンポーネント製造・部素材の供給を起点としつつ、多様な炉型の開発への関与、安全性確保によりフュージョンエネルギーの実装に貢献すべく、フュージョンエネルギーの安
全性・有用性に係る概念形成や安全基準、核融合炉の設計・建設規格、部素材の材料規格、溶接規格や品質試験規格、トリチウムの管理・測定機器・安全管理シ
ステム等

衛星製造技術やノウハウ、宇宙ソリューションサービス提供を軸に宇宙産業基盤の拡大を通じ、国際協調のもと宇宙開発に貢献すべく、協調的な宇宙開発に向けた安全
基準等の規範、スペースデブリの発生防止等

研究開発の効率化や環境配慮型の製造プロセスへの最適化により、マテリアルの高性能化や多様なニーズへの対応を可能とするとともに、グローバルでの環境に配慮したモ
ノづくりを支え、世界の社会課題解決に貢献すべく、持続可能なモノづくりに関する規格と機能性材料等の計測手法や品質評価、データ駆動型の研究開発への移行を
見据えたデータ規格等

資源 鉱物資源の安定確保を推進する一方で、持続可能性に配慮したものづくりにより、各国での持続可能な鉱物資源の活用を目指すべく、持続可能なモノづくり規格や、省
資源・代替材料を使用した部品の品質評価等

海洋 航行上の安全確保に関して、VDES(VHFデータ交換システム)の性能・技術基準等

医療・
ヘルスケア

医療DXにより個人情報を守りつつ、医療データを有効活用できる基盤を整備するとともに、我が国の創薬ツール・プロセスの高度化や医療技術・医薬機器の共有を通じて
各国の医療サービスの向上と健康寿命の追伸を目指すべく、医療データの相互運用性やデータ二次利用、ウェアラブルデバイスなどの医療技術・医療機器の性能規格等
に関する国際標準化ならびにバイオ創薬を始めとする医薬品に関わるガイダンス・規制の調和の推進

半導体 半導体生産基盤を強化しつつ、パワー半導体や部素材・製造装置等において、性能向上と環境負荷低減の両立等を進め、世界の半導体の安定供給に貢献すべく、エ
ネルギー効率や環境に配慮した半導体性能要件・製造要件や、半導体の試験・評価手法、真正性保証等

重要領域の方向性

介護・福祉 健康寿命の重要性の周知とともに、福祉機器や介護の知見の共有や、福祉機器の普及を通じて、国際社会における高齢社会および障害福祉への対応に貢献すべく、
質や安全性の基準化を通じた質の高い介護サービス、福祉器具の使用方法等のガイドライン、サービスロボットなどの介護テクノロジーの安全・品質評価等

1. Building/Construction Information Modeling, Management
2. 国内で整備・活用を進めている３D都市モデルの分野に関して、地理空間情報の標準化に取り組んでいる国際標準団体と連携し、新たな標準の策定への協力を図っている。
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（WG資料）領域の選定基準

市場創出の課題
需要が不足しており、新たな市場
が立ち上がらない、等

競争戦略の課題
品質・コスト上優劣を判断する
適切なモノサシがない、等

社会実装の課題
他システムとの相互運用性が欠け
ているために価値が限定される、等

我が国の政策文書等より抽出
• 国際協調によって新たな技

術革新・産業強化・事業機
会創出・価値創造につながる
領域と位置づけられている

• 経済・産業政策、科学技術
政策、知財計画等に関する
政策文書等において対象領
域と位置付けられている

左記のうち、国際標準化が市場
創出の／競争戦略の／社会実
装の主要な解決策となり得ると考
えられる課題を特定

• 各国・企業における標準化
戦略や国際標準化動向を
踏まえて判定

我が国にとって技術・産業・
社会上重要な領域
我が国の特徴となる領域

我が国にとっての重要領域 国際社会にとっての重要領域

価値提案分野
社会課題解決等、現状からのト
ランスフォーメーションが求められる

領域横断分野
技術イノベーションにより業界の壁
を越えた、新たな価値が生まれる

分断リスク分野
世界秩序が不安定化しており、
地政学的紐帯強化が求められる

我が国にとっての重要領域を国際
社会視点での重要性の観点で分
類すると、上記３分野に整理

II. 標準が主要な課題
解決策となる重要領域

I. 技術・産業・社会としての重要領域
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戦略領域

重要領域

【重要領域・戦略領域の評価のメルクマール】

重要領域の中でも、特に今、重要成功要因となり得る分野で実際に国
内外の国際標準活動が動いている領域であって、対応の緊急性が認められ、
追加支援が必要、あるいは現在と同等の支援の継続が必要な領域

各省庁や内閣府による優先支援対象／官民連携の上でのアクションプラ
ン・ロードマップ作成支援の対象／モニタリング・フォローアップ対象

評価の視点 評価の詳細 評価の反映
①重要成功要因となり得る
国際標準分野における強
み・実現可能性

重要成功要因となり得る国際標準分野において想定される技術的
強みや、当該活動を担う企業・スタートアップや各省のコミットメントで
判断

重要領域選定の必要条件（①・②
の総合判断）

②重要成功要因となり得る
国際標準分野における市
場規模

重要成功要因となり得る国際標準分野において想定される市場規
模（創出できる市場規模、あるいは守るべき市場規模）

③重要成功要因となり得る
国際標準分野における対
応の緊急性と、それを踏ま
えた政府支援の必要性

重要成功要因となり得る国際標準分野において、現時点で実際に
国内外の国際標準活動が動いており、国益の観点から対応の緊急
性が認められ、追加支援が必要、あるいは現在と同等の支援の継
続が必要と判断されるもの

①・②を満たしている前提で、戦略領
域／重要領域の判断に使用

（WG資料）重要領域・戦略領域のイメージ

重要成功要因となり得る国際標準分野において、我が国の強みや実現
可能性、 一定の市場規模が認められ、我が国にとって重要な領域と判断
されるもの

中長期的な観点から支援
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重要領域・戦略領域の全体像のイメージ

規範・価値
の規定・具体化

産 業
による価値提供

新技術
の進化

バリューチェーン
の進化

社会・産業
基盤
の進化

宇 宙海 洋医療・
ヘルスケア

フュージョン量子技術バイオ
エコノミー

素 材 資 源半導体

デジタル・AI

情報通信

介護・福祉

サステナビリティ・レジリエンス ウェルビーイング フロンティア

標準戦略のアウトカム 今次 国家標準戦略

社
会
課
題
解
決
に
向
け
た
現
状
か
ら
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進

不
安
定
化
す
る
国
際
秩
序
を
踏
ま
え
た
紐
帯
強
化

技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
新
た
な
価
値
創
出

重要領域 目 的アプローチ：
市場創出／競争戦略／社会実装

環境・エネルギー

防災

インフラ
モビリティ

食料・農林水産業

凡例 :戦略領域候補

各省調整中
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環境・エネルギー
気候変動・
エネルギー・GX

再生可能エネルギー

燃料資源（水素・アンモニア等）
再エネ関連製品（太陽光パネル・蓄電池（リチ
ウムイオン電池、レドックスフロー電池、ナトリウム
硫黄電池等））
原子力
エネルギーマネジメントシステム（スマートグリッド
等）
省エネ技術（インバーター等）
地域・建物エネルギー利用（ZEB・ZEH、CES
等）
製造プロセスにおけるCO2削減（製鉄プロセスに
おけるCO2削減等）
ネガティブエミッション（海洋におけるCO2貯留／
固定化、CCS／CCUS等）
CO2利用（メタノール、メタネーション、合成燃料、
人工光合成、コンクリート等）
サステナブルファイナンス・カーボンプライシング・カー
ボンクレジット
GHG（温室効果ガス）排出量推計または算定
にかかる手法・プロトコル

自然共生・ 生物多様性の保全・再生（OECM等）
ネイチャーポジティブ 自然資本の保護・再生（水資源におけるセラミッ

ク膜処理、UV-LED処理、窒素リン循環システム
等）
バイオテクノロジー
環境配慮型の第一次産業
グリーンインフラ、NbS、Eco-DRR
生態系・生物多様性に係るモニタリング・測定・可
視化プロトコル（生態系・生物多様性の観測・
評価（指標化含む。）・予測等）
サステナブルファイナンス・生物多様性の価値取引

循環経済 資源循環技術・設備（３R（リデュース・リユー
ス・リサイクル）技術・設備、焼却技術・設備
等）
循環経済型ビジネス（エコデザイン、リメイク、アッ
プサイクル、リマンビジネス等）
再生可能資源・未利用資源等の活用（バイオマ
ス資源等の活用、バイオものづくり、廃食油からの
SAF燃料製造等）
資源循環に係るデータ管理、データプラットフォー
ム
循環性に係る測定手法・指標化・プロトコル

選定領域及び重要分野の例示

• 関連する政策文書等に記載のある我が国にとっての重要領域及び重要分野を例示
大分類 主な重要分野 (例示) 大分類 主な重要分野 (例示)
1

3

2

5

6

7

大分類 主な重要分野 (例示)
9

10

11

12

14

13

15

17

4

8

16

食料・農林水産業 高品質・高付加価値の農林水産物・食品（海
外市場を視野に入れた農林水産物・食品、高
機能バイオ素材等）
持続可能な農林水産業・食品産業（スマート
農業、フードテック・フードチェーン、持続可能な
水産養殖、食の栄養評価等）
GHG削減・吸収ビジネス（森林吸収、水田管
理、土壌炭素貯留 等）

防災 質の高いインフラ整備・維持管理技術（建築
物等の耐震・免振技術、災害に強靭なインフラ
建設・工法、老朽化インフラの診断技術や寿命
延長技術等）
水防災等の関連サービス（レジリエンス、セン
サー（観測）、リスク評価、シミュレーション、警
報システム、データ連携、災害対策用品、保険
サービス）

介護・福祉 介護サービス、障害者の福祉用具、介護テクノ
ロジー等

デジタル・AI
デジタル デジタル公共インフラ（ウラノス等）

データスペース
ロボティクス・スマートマニュファクチュアリング
コンピューターアーキテクチャ（データ連携基盤、
IoT含む。）
サイバーセキュリティ・トラスト（DFFT含む。）

AI 生成AI
AI安全性

モビリティ 次世代自動車（自動運転・EV・固体電池
等）・次世代航空機・次世代船舶・ドローン
鉄道・港湾
次世代モビリティシステム(MaaS)
物流システム

インフラ 位置情報・地理空間情報
インフラ基盤（道路、港湾、上下水道等）
建設機械
BIM/CIM
スマートシティ・都市開発
地方創生（インフラ整備に関わるもの）

フュージョン フュージョンエネルギー (プラズマ物理・放射線・ブ
ランケット、燃料サイクル、熱輸送・発電、超伝
導・磁場技術、材料・部素材)

情報通信 Beyond5G（オール光ネットワーク、NTN、RAN
等）

宇宙 宇宙機器（小型衛星を含む）

衛星データ
新たなサービス（資源開発、輸送、スペースデブ
リ回収等）

量子技術 量子コンピューティング（アプリケーション、ソフト
ウェア、ハードウェア等）

量子セキュリティ・量子ネットワーク（量子暗号通
信・量子ネットワーク）

量子センシング・マテリアル
半導体 ロジック半導体・メモリ半導体・パワー半導体等

部素材
製造設備

素材 革新素材（超高性能セラミックス、セルロースナ
ノファイバー、永久磁石、次世代元素、レアメタル
／レアアースフリー等）
マテリアルインフォマティクス・プロセスインフォマティ
クス（オペランド計測を含む。）

バイオエコノミー（バイ
オものづくり・バイオ由
来製品）

バイオモノづくり・バイオ由来製品

微生物・細胞設計プラットフォーム技術

微生物大量培養、発酵等の生産技術や関連の
測定技術
環境負荷低減効果等の評価法

資源 レアアース、レアメタル、ベースメタル、持続可能な
原材料・サプライチェーン

海洋 海洋資源（生産技術、調査技術、（自律型
無人探査機（AUV））等）

医療/ヘルスケア 医療技術（再生医療を含む。）

医薬品（バイオ医薬品を含む。）

医療機器
デジタルヘルス（個別化医療・精密医療・データ
連携等）

A
1

B
1

C

A
1

B
1

各省調整中
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• ※当該領域における全体の方向性を記載

（WG資料）領域別国際標準シナリオ：整理のフレームワーク例

【国内外の動向】
• ※国際社会・我が国にとって産業・技術・社会の

観点でなぜ当該領域が重要なのかを我が国の政
府の戦略文章や国内外の動向に基づいて記載

【国内外の課題（国際社会・アジア・日本）】
• ※当該領域において、市場創出・競争戦略・社

会実装の観点で、どのような課題があるか。国内
外の視点で記載

KSFとなり得る国際標準の考え方（案）国内外の動向・課題 日本としての戦略（攻めと守り）（案）

【基本的な戦略】
★※我が国とっての産業競争力強化に向けて攻
めと守りの観点で全体包括的な戦略を記載

【個別施策】
• ※上記の基本的な戦略を実現する上で、個

別に我が国として攻めるべき/守るべき分野
に対する施策を記載

• ・・・

• ・・・

【需要創出：xxx規格】
※需要創出につながる国際標準の取組に

向けてメッセージを記載
• ※詳細を記載

【競争戦略：xxx規格】
※競争戦略につながる国際標準の取組に

向けてメッセージを記載
• ※詳細を記載

【社会実装：xxx規格】
※社会実装につながる国際標準の取組に

向けてメッセージを記載
• ※詳細を記載

x-2

x-1

x-3

それぞれの領域において国際標準が「需
要（市場）創出」「競争戦略（差別
化）」「社会実装」上でKSFであるか否
かについて重要領域・戦略領域WG委員
にご判断いただく

選定の根拠資料としてご提示
※各府省庁・有識者のご意見を踏まえ、事務局が作成

個別施策を実現する上
でカギとなる国際標準
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（WG資料）
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟWGを踏まえた重要領域・戦略領域の見直しイメージ

国 家 戦
略に盛り
込む 重
要 領 域
等議論

国
家
戦
略
策
定

モニタリ
ン グ ・
フォロー
アップ

知
財
計
画
策
定

R7.6 R8.6

モ ニ タ リ
ング・フォ
ロ ー ア ッ
プ及び中
間点検

国
家
戦
略
改
定

モニタリ
ン グ ・
フォロー
アップ

知
財
計
画
策
定

R９.6 R1０.6

知
財
計
画
策
定

モ ニ タ リ
ング・フォ
ロ ー ア ッ
プ及び最
終点検

国
家
戦
略
改
定

R11.6

知
財
計
画
策
定

 モニタリング等の結果を踏まえて、戦略領域・重要領域の記載の追加
が必要であれば、毎年度の知的財産推進計画（知財本部決定）
に適宜盛り込む

 国家戦略については、2027年度に中間点検・2029年度に最終点
検を行い、その中で戦略領域・重要領域の記載の見直しを実施
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目次

• 論点１ 国家戦略策定に向けた国内外の動向を含めた
現状整理・対応の方向性
– １－１ 国際標準活動の意義・目的とそのナラティブ、

それらを踏まえた将来像とその実現に向けた課題・方
策

– １－２ 企業や大学等における経営・研究と国際標
準との一体化、行動変容及び国際標準エコシステム
の構築・強化

– １－３ 標準・認証等に関する官民ガバナンス改革
– １－４ 産金学官連携の強化、司令塔機能の強化、

政府の支援策の在り方
– １－５ 国際連携・パートナーシップの強化

• 第２章 重要領域・戦略領域の選定基準とその選定・
基本的な方針の策定

• 第３章 実効的なモニタリング・フォローアップの枠組みの
検討

• 第４章 会議体の企画・運営
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国家標準戦略におけるモニタリング・フォローアップの全体像
国家標準戦略の前提条件となる標準化動向の把握（モニタリング）と国家標準戦略の実行
の後工程（フォローアップ）のメカニズムを設計する

国
家
標
準
戦
略

現
行
の
官
民

標
準
戦
略

国家標準戦略

モニタリング

策定 実 行 フォロー
アップ

改訂戦略

支援・
修正

評価・
開示

 科学技術イノベーションおよび
産業政策と標準化の連携
ニーズ・シーズ把握

（“新たな標準化ニーズ・シーズは”）
 科学技術・イノベーション基本計画

（第7期）及びフォローアップ
 CSTI連携／BRIDGE予算管理

 国家標準戦略における
重要領域および関連施策に係る
国際標準動向把握
（“何が起きているか”）
 重要領域標準化動向調査

 今後我が国が影響力を
確保すべき国際標準の
ポジションの探索
（“管制高地はどこか”）
 「価値の定義」ターゲット検討

 我が国の標準戦略に対する
求心力獲得のための建設的
な情報開示
（“開示フォローアップ”）
 目標に対する実績の積上げ開示

 政策実現に向けた課題特定
のための進捗管理
（“管理フォローアップ”）
 支援機関エコシステム等に関する

進捗スコアカード管理

日本型標準加速化モデル
（経済産業省／日本産業標準調査会 基本政策部会）

経団連 国際標準戦略部会 他

連携

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
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国家標準戦略のモニタリング概要

技術・産業
重要領域
モニタリング

新たな社会
価値の定義
機会探索

先進
各国/地域
ベンチマーク

連携
パートナー

分析

標準化
新規ニーズ・

シーズ
把握

（
例
）
Ａ
Ｉ

量

子

核
融
合

ス
マ
ー
ト
農
業

バ
イ
オ
素
材

衛
星
デ
ー
タ

通
信
技
術

（例）自然災害対策
循環経済

生物多様性
長寿・未病・高齢化対策

…

…

リスク
ファイナンス

Transition
Pathways

（例）
削減実績量 スマート

治療室

（例）
E U

中 国 米 国

（例）ASEAN 豪州 他

調査対象（例示） モニタリング目的

 科学技術イノベーションおよび
産業政策と標準化の連携
ニーズ・シーズ把握

（“新たな標準化ニーズ・シーズは”）

 国家標準戦略における重要
領域および関連施策に係る
国際標準動向把握

（“重要領域で何が起きているか”）

 今後我が国が影響力を
確保すべき国際標準の
ポジションの探索
（重要領域以外も含めた
“管制高地はどこか”）

 ルール競争としての競合分析
 重要領域等における標準化

協調分野の探索
 我が国施策検討の参考

 連携パートナーに内在する
課題の把握
（協力プログラム検討）

調査タイミング

定 期
（半期調査 等）

定 期
（月次調査 等）

定 期
（月次調査 等）

適 時

適 時

想定情報源

 科学技術・イノベーション
基本計画及びﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

 CSTI連携（ヒアリング等）
 BRIDGE予算管理
 委託調査事業
 専門家ヒアリング

（国内・海外）
<一次情報>
 ISO/IEC/ITUサイト
 各規格フォーラム情報
<二次情報>
 業界団体 公開情報
<追加リサーチ>
 既存の各省庁等の調査

結果等を活用
 内閣府 知財事務局による

補足リサーチ 実施

 各国資料/ヒアリング
（委託調査事業を想定）

 各国資料/ヒアリング
（委託調査事業を想定）

i

ii

iii

iv

v

機会探索・状況把握のための定期調査のモニタリング項目と、政策検討のための他国分析に分けて実施。
また、モニタリング結果については、基本的にはクローズドでの共有を想定

反
映
・
更
新
・
連
携

iiii
と連携

～
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国家標準戦略フォローアップにおける指標レビュー（情報捕捉・開示）

国家標準戦略に
記載する

フォローアップ

（海外からも注視される
前提）

政策推進メカニズム
としての

フォローアップ

（国内での関連機関のみ
共有する前提）

標準化活動の
情勢把握のための

定点観測

我が国の標準戦略
に対する

求心力獲得のための
建設的な情報開示

政策実現に向けた
課題特定のための

進捗管理

情報捕捉・開示の目的 情報捕捉・開示メカニズム
スコープ 評価方法

国家標準戦略
主要目標（定性）
 グローバルな課題解決

のための標準化による
我が国の貢献施策

毎年度の実績の
積上げ列挙
（定性・定量）
 担当省庁による施策

- 特に海外連携の
特記

 関連民間機関による
実績

重要領域以外の
“横串”関連施策
 論点２～６の施策
 産学の行動変容、人材

確保施策、外部専門
機関の育成 等

重要領域（“縦串”）
関連施策
 各重要領域における国際

標準活動の進捗状況

毎年度、領域全体の
定性的なフォローアップ
を実施しつつ定量化も
検討

毎年度の進捗
スコアカード管理
（定量・定性）
 毎期のKPI毎の達成

状況を段階評価

 国際標準の提案数

 議長／幹事国の引受数

 ISO／IEC／ITU別の
実績カウント

開
示
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

管
理
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

定
点
観
測

各政策的趣旨に鑑み「開示フォローアップ」「管理フォローアップ」「定点観測」項目を設定

議論の場

国際標準戦略
部会や官民連携
の場などの公開の
場での発信を
想定
 最終的には毎年度

の知的財産推進
計画に盛り込む

クローズドな場
（WG等）での
議論を想定
 発信すべき内容は

部会等（公開）
に回す
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（参考）フォローアップのための指標の考え方

競争戦略市場創出 社会実装標準戦略の
目的例

標準の
主な

期待効果
例

需要創出
（価値のシフト）

市場統合
（商材の横展開）

評価改善
（モノサシ最適化）

レジリエンス強化
（調達選択肢増）

システム受容
（inter-operability）

社会受容
（価値観のシフト）等 等 等

アウトカム
指標例

（成果指標）

標
準
の
位
置
づ
け

「
指
標
」
の
考
え
方

標準化施策を講じている製品・
サービス・技術・システム毎の想
定される市場規模など（※主に
企業向け）

標準化施策を講じている製品・
サービス・技術・システム毎のシェアなど
（市場占有率）（※主に企業向け）

標準化施策を講じている製品・
サービス・技術・システム毎の回避さ
れた社会コストなど

＜重要領域施策＞

＜論点２～論点６（重要領域以外）の施策＞
各省庁から示された施策について、スコアカード（達成状況を段階評価）による進捗評価
（案：担当省庁による実績報告に対し、WG等にて評価。KPI等がある場合には定量的に評価、そうでない場合には定性的に評価）

領域ごとのアクションプラン等の策定過程で、国際標準活動の目的に応じた適切な指標を、
方法論や費用対効果を含め引き続き検討
※政府が設定する指標、民間企業が設定する指標があり得る

加えて、横断的な進捗評価指標として、例えば公共調達において認証を受けた物品・サービス
の調達状況などが考えられる。
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国家標準戦略フォローアップ 横串施策フォーマット案

施策名
施策の分類

具体的な施策名

担当省庁

関連団体

施策の概要
施策の内容

施策が必要となる背景
（課題 等）

施策の目指す成果

目指す成果
（定性的に記述）

実施項目・KPI

当年度の実績

翌年度の想定スケジュール

「開示フォローアップ」「管理フォローアップ」のために、国家戦略上の横串施策の進捗を確認するための
フォーマット。本フォーマットをベースに各省庁で年次での更新を想定。本フォーマットで得られた情報を
踏まえ、スコアカード上の評価を行うとともに、外に出すべきものは開示フォローアップの対象として発信

国家標準戦略の施策A～Oを選択

実施する施策の具体的な名称を記載

担当省庁を記載（複数省庁が記載されることも想定）

省庁以外に関連する団体（産業、アカデミア 等）を記載

実施する施策の具体的な内容を記載

なぜその施策を実施する必要があるのか（国内の状況・課題、海外の動向 等）

施策の実施により目指す成果（アウトカム）、アウトプット、具体的な成果物等を
定性的に記述

成果創出に向けた具体的な実施項目とKPI（可能な限り定量）を設定

実施項目・KPIに対する実績を記載。そのほかの活動内容も報告しても良い

最低でも四半期単位で何を実施するか具体的なアクションを記載

毎年更新

毎年更新

施策ごとの管理シートを作成した後は、当年度の実績と翌年度の想定スケジュールを年度で更新していく想定
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施策の評価フォーマットを踏まえたスコアカード案

国家標準戦略 施策 令和７年度実績 令和８年度実績 令和９年度実績
実施項目・KPI 評価 実施項目 評価 実施項目 評価

…

経済界・学術
界・金融界へ
の働きかけ

例：国際標準に係る国家戦略パンフレットを
作成、関係者への発信を図る
＜担当省庁： 内閣府知的財産戦略推進事務局＞
KPI：令和７年度中にパンフレット作成・配布

仮：国家戦略パンフレット
を作成、関係者への配布
を実施

進捗
してい

る

令和８年度に記載 令和９年度に記載

… … … …

…

公共調達にお
ける標準の活
用

例：公共調達における標準認証を受けた物
品・サービスの調達状況を把握し、更なる調
達の促進を図る
＜担当省庁：内閣府知的財産戦略推進事務局＞
KPI：政府全体での認証を受けた物品・サービスの調達率

仮：政府全体で〇〇％
の調達率

進捗
してい

る

… … … …

ASEAN各国
等との連携
強化等（国際
標準の知見強化・
共同プログラム推進
等）

例：ASEAN等の各国と国際標準に係る
フォーラムを開催
＜担当省庁：内閣府知的財産戦略推進事務局＞
KPI：令和７年度以降フォーラムを毎年度実施

仮：シンガポール政府との
コンタクトを実施。フォーラ
ム開催を議論中

進捗
が不
十分

… … … …

…

A

G

M

令和6-7 国際標準戦略部会にて策定 令和7年度以降のWG等で議論

横串施策については、フォーマットで得られた情報をベースにその進捗を評価する
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重要領域の進捗管理について

出所：High level Forum on European Standardisation Annual activity report 2023

欧州の事例を参考に、重要領域におけるKSF（キー・サクセス・ファクター）となり得る国際標準活動を中心に、
そのプレイヤーやその主要論点・取組、具体的な取組や期待される成果物・タイムラインなどについて、関係省
庁や関係業界の協力を得ながら、事務局において進捗状況の情報収集を行う
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国家戦略モニタリング・フォローアップに係る官民連携の場の創設検討
国際標準に係るモニタリング・フォローアップは政府内だけでは不十分であり、官民で連携して対
応するための場の設置を検討してはどうか。

Plan
戦略策定

Do
モニタリング・実行支援

Check
フォローアップ

Action
対策実施

“司令塔”機能
 経済・産業・社会の情勢を

踏まえた各案件の「Go / 
No-Go」への意見

 重要領域分野の標準化
戦略に対するアドバイザ機能

国家戦略の展開における進
捗管理
 国家戦略のフォローアップ
 重要領域の取組状況のフォローアップ

モニタリング共有とモニタリング
結果を踏まえた対応
（組織横断施策コーディネート）
 関係者間でのモニタリング結果の共有
 モニタリング結果を踏まえた随時の対応の

検討

国際標準に係る官民連携強化の場

求
め
ら
れ
る
機
能

想
定
さ
れ
る
官
民
連
携
の
場

（イメージ）
- 目的：国際標準活動のモニタリング・国家戦略のフォローアップ（進捗管理，推進施策の検討）
- 形式：対面会議開催
- 構成：国際標準戦略部会委員に加え、経済団体、標準支援機関、国研機関、学会、大学、金融界、自治体、

各省庁等
- 運営：内閣府 知財事務局が事務局管理
- 当面想定される主な役割：
 モニタリング結果の共有（重要領域における国際標準動向把握／今後我が国が影響力を確保すべき国際

標準のポジション探索）とその対応の検討（官民の取組強化、人材供給等）
 国家戦略における横断的施策や重要領域のフォローアップ結果の共有とその後の対応の検討 等
※合わせて、情報共有基盤としてのデジタルプラットフォームを設置することも考えられる。
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（参考） 「海外標準化動向調査」

例えばJSAにおいて「海外標準化動向調査」を実施しており、こうした各省庁や各業界が持つ既存の情報を、
その範囲に十分に留意した上で共有し、モニタリング等に活用していくことも考えられる。

「海外標準化動向調査」概要

頻度

情報源

収集する
情報

発行
主体  日本規格協会（JSA）

 月次でレポート発行
（対象テーマの情報収集期間は約半年程度）

 ISO／IEC／ITU／業界団体／各国政府 公開情報

 対象テーマに係る標準化関連記事の収集
• 国・地域／情報記事・タイトル／要旨／情報源

（機関・団体名／URL）
 対象テーマのピックアップニュース

• トピック／推進組織／内容（ポイント、背景、概要）

月 テーマ
1月 シェアリングエコノミー
1月 スマートシティ
1月 レアアース
1月 環境ファイナンス
1月 航空機 （SAF含む）
1月 資源循環（海洋生分解性プラスチックを含む）
1月 生体認証
1月 量子

9月 グリーン建材
9月 BCI
9月 医療機器
9月 自動車
9月 人工知能（AI）
9月 鉄鋼
9月 サイバーセキュリティ
11月 環境関係(CN,GHG 算出）
11月 水素
11月 船舶
11月 ドローン
11月 車載用蓄電池
11月 ロボット
11月 燃料アンモニア

……

出所 :JSA「海外標準化動向調査」
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官民プラットフォームのアーリーステージ案

役割

知的財産本部
（国際標準戦略部会）

全体会合

 知財本部（本部長：内閣総理大臣）で国家戦略を策定・改定。また、毎年知的
財産推進計画を取りまとめ
• 毎年度の知財計画の中で、同年度の我が国としての国際標準活動の方向性や

開示フォローアップ結果等を発信／必要に応じて国家戦略を改定

まずはモニタリング・フォローアップを中心に、知見共有や意識改革、対外発信の場としてスタートし、司令塔
機能の強化を図っていってはどうか

国際標準活動
官民連携プラットフォーム

 国家戦略等を踏まえ国際標準活動を官民連携で進めるための領域横断的な議論の場
• モニタリング・フォローアップ状況の共有や、官民の知見の共有、オールジャパンとしての発信
• WGにおいて実務的な議論を行う

 各WGでの検討結果を踏まえながら、国際標準活動の官民での課題認識共有や対
外発信、国家戦略や知財計画（国際標準部分）への提言の取りまとめ等を行う
• 政策担当者、産業界の経営層、学術界、標準化機関など、さまざまな関係者が

一堂に会し、ディスカッションを通じた意識変革の機会を提供
 国家標準戦略の前提条件となる標準化動向の把握と対応策の検討を担う

• 標準化の新規ニーズ・シーズの把握（専門家へのヒアリング、調査事業の外部
委託 等）、他国動向調査、重要領域への反映等も議論

 国家戦略の横断的施策や重要領域のフォローアップ結果の共有と対応の検討を担う
• 各省庁提示の横断施策に対するスコアカードによる進捗評価、重要領域ごとの

定性的な評価等を実施

 デジタルプラットフォームの立ち上げやコンテンツ作成等、基盤強化に向けた検討を行う。
• ガイダンス等の整備、モデル事例集の作成、投資家向けの情報開示や指標化の

促進、標準人材のキャリアパスのベストプラクティス集の作成等や発信を検討

 重要領域ごとの具体的なアクションプランの作成・検討
• 重要領域における具体的な標準化の課題を検討。標準化活動の実施計画、

タイムライン、リソース配分を策定。必要な調整や政策支援の要求を明確化…

構成

産業界、学術界

産業界の経営層、
学術界、標準化
機関、政策担当者
等

産業界、学術界、
標準化機関の
実務担当者、政策
担当者

頻度

年次

年１～２回

隔月
※ 各WGの

状況に応じて
柔軟に設定

※ 適宜

連
携

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

モニタリング・
フォローアップ

WG

エコシステム
WG（P）

○○領域
WG（P）

連携
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デジタルプラットフォームの主な機能（イメージ）

 ISO、IEC等国際標準に加え、JIS、欧州各国標準、米国フォーラム標準等の
主要国の標準がデータベース化

 セクター、ISCコード、標準のテーマなどでも検索可能
• テーマは重要領域等の分類と一定アラインさせる可能性

 標準が引用されている法令や公共調達の検索機能
• 標準の概要ページでの関連法令や公共調達での引用実績等を掲載

モニタリング

フォローアップ

人材育成

標準
データベース

専門家DB・
参加者リスト

 標準化人材のマッチング機能
 専門家を探しているプロジェクトの内容、求めるスキル、期間、課題等を入力し、

条件に合った専門家の紹介を受ける機能を搭載
 知見の共有機能としてのオンライントレーニング

（定型化できないノウハウや知見はインフェイスのプラットフォームで共有）
 海外標準化機関のオンライントレーニング・ウェビナーへのリンクの転載

 モニタリングで収集した情報をプラットフォーム上で公開
• モニタリングした情報はデジタルプラットフォーム上の該当ページにアップロード

する形で共有（アップロード）。タイミングは都度（月次～四半期等）
 専門家、担当省庁からの情報共有機能の搭載

 「開示フォローアップ」「管理フォローアップ（論点2-6）」の対象とする施策の
進捗を確認できる項目を入力。年次での提出を想定

 管理フォローアップについてはスコアカード評価結果もデジタルプラットフォーム上
で閲覧可能にすることも一案

主
な
機
能

目的 我が国の国際標準化に係るエコシステム強化、産学官の取組み促進に資する情報共有基盤
としてのデジタルプラットフォームを構築する

機能概要（案） 公開範囲（案）

• 一般公開

• IDを保有するユーザー
（所属組織等が確認できる
ユーザーであれば登録可能）

• IDを保有するユーザー
（所属組織等が確認できる
ユーザーであれば登録可能）

• 省庁担当者
• クローズドなリストに登録

されているユーザー
（官民プラットフォームに参加
する組織に所属するユーザー）

• 省庁担当者

国際標準化促進のための情報共有基盤としてのデジタルプラットフォームを構築。機能によってアクセス可能
な範囲を調整し、モニタリング・フォローアップの補完も可能な場とする
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目次

• 第１章 国家戦略策定に向けた国内外の動向を含めた
現状整理・対応の方向性
– １－１ 国際標準活動の意義・目的とそのナラティブ、

それらを踏まえた将来像とその実現に向けた課題・方
策

– １－２ 企業や大学等における経営・研究と国際標
準との一体化、行動変容及び国際標準エコシステム
の構築・強化

– １－３ 標準・認証等に関する官民ガバナンス改革
– １－４ 産金学官連携の強化、司令塔機能の強化、

政府の支援策の在り方
– １－５ 国際連携・パートナーシップの強化

• 第２章 重要領域・戦略領域の選定基準とその選定・
基本的な方針の策定

• 第３章 実効的なモニタリング・フォローアップの枠組みの
検討

• 第４章 会議体の企画・運営
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ＢＲＩＤＧＥ事業の建付け重要領域・戦略領域WGの設置について

（１）我が国にとって重要となる国際標準活動の領域を選定するための基準
（２）上記基準を踏まえた我が国にとって重要となる国際標準活動の領域の選定
（３）上記選定を踏まえた重要領域における国際標準活動の方向性の基本方針
（４）（１）～（３）に付随する論点

我が国として国際標準に係る国家戦略を策定するにあたり、特に我が国にとって
重要となる国際標準活動の領域を選定し、かつ、各領域における取組の方向性
の検討を行う。

メンバー

【座長】
［学識経験者］
上山 隆大         総合科学技術・イノベーション会議 常勤議員
立本 博文         筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授
持丸 正明 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長
渡部 俊也 東京大学 未来ビジョン研究センター 教授（副学長）

東京科学大学 副学長、研究イノベーション本部 教授

［産業界］
小川 尚子 一般社団法人 日本経済団体連合会 産業技術本部 本部長
塩野 誠 株式会社経営共創基盤 共同経営者
中川 梓            一般財団法人 日本規格協会 上席執行役員 規格開発本部 副本部長
中空 麻奈 BNPパリバ証券株式会社 グローバルマーケット統括本部 副会長
羽生田 慶介    株式会社オウルズコンサルティンググループ 代表取締役CEO

開催内容

議論の対象

〇各省庁オブザーバー

※第４回 国際標準戦略部会 資料２－２より抜粋
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国家戦略策定に向けた検討体制

国際標準戦略部会
（施策等の議論、国家
戦略案とりまとめ）

知的財産戦略本部
（国家戦略決定）

戦略案提示

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
案提示

重要領域･戦略領
域案提示

重要領域案
の提示 重要領域・

戦略領域WG
（重要領域・
戦略領域選定を

議論）

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟWG
（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･ﾌｫﾛｰ
ｱｯﾌﾟのﾌﾚｰﾑﾜｰｸ
を議論）

本部長：内閣総理大臣
●６月に国家戦略を決定（予定）

座長：遠藤信博 日本産業標準調査会 会長
日本電気株式会社 特別顧問

●５月に国家戦略案を取りまとめ（予定）

座長：上山隆大 総合科学技術・イノベーション会
議常勤議員
●第三回WGにて、国家戦略中の重要領域・戦
略領域部分を取りまとめ

重要領域
へのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
･ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
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ＢＲＩＤＧＥ事業の建付け重要領域・戦略領域WGのスケジュール・検討内容イメージ

11月 12月 １月 ２月 ３月
WG
開催
日程

WG
検討
内容

部会
開催
日程

〇事務局資料(1)

① 選定基準案
② (TD)選定領域

候補
③ (TD)領域の選

定案・選定根
拠案

※②・③は特に上位
概念の視点において

★11/12
第4回部会

★12/20
第5回部会

★2/21
第6回部会

★3/18
第7回部会

★12/6
第１回WG

★1/29
第2回WG

★3/4
第3回WG

①
・
②
・
③
議
論

〇事務局資料
(1)改定

〇事務局
資料(2)
④(TD)基
本方針案
⑤(BU)選
定領域候
補・選定領
域案・選定
根拠
案

※TD: トップダウン
※BU: ボトムアップ

〇事務局資料(2)
改定

〇事務局資料(3)

⑥ 国家戦略案
（重要領域・戦略
領域パート）

〇パブコメ準備

〇事
務局
資料
(2)改
定

〇事
務局
資料
(3)改
定

〇パ
ブコ
メ準
備

④
・
⑤
・
⑥
の
案
策
定

〇事
務局
資料
(3)改
定

〇パ
ブコ
メ準
備

⑥
案
の
議
論

〇パブコメ
実施

※国家戦略策定： R7.6目途

省庁
選定領域
案・選定根

                           拠・基本方
                 針(TD・BU)

業界団体
・個社
選定領域案
・選定根拠・
基本方針
(BU)

①
・
②
・
③
議
論

①
・
②
・
③
の
案
策
定

④
・
⑤
議
論

①
・
②
・
③
の
案
議
論

④
・
⑤
・
⑥
議
論
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ＢＲＩＤＧＥ事業の建付け論点7の詳細について

＜論点7 重要領域・戦略領域の選定基準とその選定・基本的な方針の策定＞
〇 重要領域・戦略領域の選定と複数領域のパッケージ化・有機的連携を含めた包括的・
統合的な戦略の検討

〇 経済安全保障やサプライチェーンといった横断的領域への対応 等
※第３回 国際標準戦略部会 資料３より抜粋

第４回国際標準戦略部会にてご意見・ご議論頂きたいポイント
① WGの設置、およびWGでの検討内容・方向性
② 重要領域・戦略領域の選定における基本思想

【選定における基本思想】
「技術・産業・社会としての重要度」（または「新市場として形成すべき価値（我が国の特徴）」）

 「市場創出」（“需要不足で市場が立ち上がらない”等）
  or

標準化が 「競争戦略」（“品質・コストで劣位と見られる“等） の主要な解決策となり得る こと
  or

 「社会実装」（“他システムとの相互運用性ない“等）

上記の基本思想に加えて、「懸念国による不適切なルール形成への防衛が必要な領域」という選定根拠も想定し得る

×

※第４回 国際標準戦略部会 資料２－２より抜粋
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ＢＲＩＤＧＥ事業の建付けモニタリング・フォローアップWGの設置について

（１）世界における国際標準活動を適宜適切にモニタリングするためのスキーム
（２）我が国における官民の国際標準活動について適切にフォローアップするための方法や指標
（３）（１）・（２）に付随する論点

我が国として国際標準に係る国家戦略を策定するにあたり、世界的な国際標準
活動に関するモニタリング・情報取集の仕組みや、国際標準活動に適した進捗
管理方法や指標、その評価方法についての検討を行う。

メンバー

【座長】
［学識経験者］
渡部 俊也 東京大学 未来ビジョン研究センター 教授（副学長）
市川 芳明 多摩大学 ルール形成戦略研究所 客員教授
立本 博文     筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授
原田 博司 京都大学大学院情報学研究科 教授
持丸 正明 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長

［産業界］
浅田 純男 一般財団法人 日本品質保証機構 理事
小川 尚子 一般社団法人 日本経済団体連合会 産業技術本部 本部長
中川 梓      一般財団法人 日本規格協会 上席執行役員 規格開発本部 副本部長
羽生田 慶介    株式会社オウルズコンサルティンググループ 代表取締役CEO

開催内容

議論の対象

〇各省庁オブザーバー

※第４回 国際標準戦略部会 資料２－３より抜粋
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ＢＲＩＤＧＥ事業の建付けモニタリング・フォローアップWGのスケジュール・検討内容イメージ

～１２月 １月 ２月 ３月

W
G

事
務
局
対
応

部
会

★11/12
第4回部会

★12/20
第5回部会

★２/21午前
第６回部会

★３/18
第７回部会

★1/23
第１回WG

①モニタリング・
フォローアップ
WG検討論点
②国家戦略に
おけるモニタリン
グ・フォローアッ
プの方向性

戦
略
素
案
最
終
取
り
ま
と
め

※国家戦略策定： R7.6目途

・W
G

設
置
準
備

・
各
省
へ
の
施
策
登
録
依

頼
（K

PI

含
む
）

★2/21
午後

第２回WG
○国家戦略に
盛り込むモニタ
リング・フォロー
アップについて
（予定）

・W
G

で
の
指
摘
を
踏
ま
え

た
資
料
修
正
・
情
報
収
集

・
第
６
回
部
会
へ
の
報
告

・
第
６
回
部
会
意
見
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク

・W
G

で
の
指
摘
を
踏
ま
え

た
戦
略
素
案
（
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
部

分
）
と
り
ま
と
め
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重要領域・戦略領域WG及びモニタリング・フォローアップWGの開催実績

会議名 実施日 議題
第1回重要領域・戦略領域WG 12/6 • 重要領域の選定基準案

• 選定された領域候補
• 領域の選定案・選定根拠

第2回重要領域・戦略領域WG 1/29 • 基本方針案
• 重要領域全体の整理
• 選定領域候補の所管省庁及び関連施策・関与
• 領域別の国際標準シナリオ

第3回重要領域・戦略領域WG 3/4 • 重要領域の優先順位付けに関して
• 重要領域と戦略領域の選定・選定根拠

第1回モニタリング・フォローアップWG 1/23 • モニタリング・フォローアップWGの検討論点
• 国家標準戦略におけるモニタリング・フォローアップの方向性

第2回モニタリング・フォローアップWG 2/21 • 本WGの達成目標と基本方針案・記述案
• 国家標準戦略におけるモニタリング・フォローアップの方向性
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第1回重要領域・戦略領域WGにおける議論概要(1/2)

 全体として、領域選定基準や領域候補については事務局案から大きな異論はなかった。その上で、経済産業省の日本産業標準調査会基本政策部会での
議論との平仄を取るべき等、解像度を高めるための方向性についてご指摘をいただいた。

• 第7期科学技術・イノベーション基本計画では安全保障をど真ん中に据える。研究における安全保障は検討中であるが、勝ち筋となる研究領域の
特定が難しく、そこに対してセキュリティをかけることは尚難しいが、NSSや経済産業省・文部科学省とも連携して検討を

• 領域選定における価値提案分野を選定する一要素として、OECDが掲げるヒューマンウェルビーイングは非常に広範な観点をカバーしており、国際的
にも使いやすいことから、盛り込んでいくべき

• 欧米のクリティカルテクノロジーは産業政策の基盤になっているが、日本はそのようになっていない。科学技術政策の観点からは、開発・実証段階で標
準化を戦略的に活用するという観点のみならず、研究段階のシーズを探索してサプライチェーンの観点からも勝ち筋のあるものを標準化するという検討
も必要があるだろう

• 重要領域WGにおいて、安全保障という言葉は使いにくいだろうが、経済安全保障の観点を踏まえた検討は必要。技術を起点としてうまれてくる産業
において、国際標準戦略の検討が必要となる

• 分断リスクという表現には注意が必要。分断リスクを乗り越えて国際標準化が重要であるとするならば経済安全保障上ミスリーディングになりかねない。
一方、気候変動など分断リスクを乗り越えるべき分野があることも事実。そのような両面性があることを丁寧に説明すべき。領域をどう取り扱うかとセット
で説明した方がよい

領域選定基
準・領域候
補

領域選定の
考え方、優
先順位付け

 領域選定に当たっては、国家戦略として対象分野を広く打ち出すことは、関係省庁や企業に重要性を伝える上での意義があることを確認した一方で、我が
国のリソースの制約を踏まえると、実現可能性や担い手の有無を踏まえて、注力する分野を絞り込むなり、濃淡をつけるべきとの意見もいただいた。そのため、
領域をどこまで絞り込むか、あるいは、優先順位をつけるべきか、については、引き続き議論していくことを確認した。また、横断的なレイヤー構造についても整
理していくことを確認した。

• 重要領域から漏れると、「我々の領域は重要ではないのか」という反発も予想出来るため、「国としての重要領域は多く存在する。ただし今回はその中
でも、ある基準に従って短期的に集中して取り組むアジェンダとして重要領域を設定する」といった二段構え、あるいは戦略的集中領域という形で政
策リソースを集中するのが良いのではないか

• 重要領域の中で、特に、日本が新市場を創ることでトランジション、分断リスク、新しい技術への対応という課題解決につながるものを選定していくべき
• 領域選定の具体的な進め方として、WGの中で「領域の選定案・選定根拠」の中の「KSFとなり得る国際標準の考え方（案）」に対し、委員から重

要と判断するものを投票してもらい、１票でも票が入ったものを重要領域として選定する形を提案したい。その上で、各省庁が重要と考える領域の中
で、企業・団体等の担い手がいることで、国の支援なく推進できるものを重要領域に追加することもよいのではないか

• 選定は急いで行うべきであり、パーフェクト基準ではなく、シンプルなものが良いのではないか。
• 全体として議論がザックリしているため、全ての領域を深く検討しきるのは難しいだろう。市場規模など具体的・定量的なデータがなければ委員は判断

が難しいと思うので、一般的な理想論だけで終わらないよう、出口やエビデンス部分で工夫は必要だろう
• 標準が課題解決策になるためには社会実装されなければならないため、課題を解決するための土壌がある/作れるのかという観点と、市場創出・競争

戦略に加え、基本的な品質・安全保障という縦軸の観点についてチェックがつくものが対象となるべき
• デジタルに関連する領域に関しては横断的なレイヤー構造で領域をとらえる必要があり、現状の整理ではその要素が薄いため、次回WGまでにレイ

ヤー構造についてのまとめを追加した方がよい
• 日本はリスクをとってリーダーとなるプレイヤーがいないことが、標準化戦略が進まない理由として度々挙げられているので、各府省庁に対し民間企業で

の担い手の有無を確認した方がよい
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個別領域に
おける考え方

 個別領域については、我が国が社会課題の観点で打ち出すべき大義の有無、デジタルやAI/量子のレイヤーの広がりとその影響範囲の広がり、製造業
等の既存の強みを踏まえた勝ち筋、スタートアップや国研も含めた担い手の実行性等の観点が重要であるとご指摘をいただいた。

【価値提案分野】
• 気候変動についてトランジションは勝ち筋ではなく、日本としては受け身的にやらざるを得ない状況というべきだろう
• 日本はいち早く高齢社会となる課題に直面しているため、他国に先んじた対応が可能であるという強みがある
• 循環経済に関しては静脈産業に魅力を感じ、市場の担い手を増やしていくという需要創出の観点が必要
• デジタルに関して、ツールとしてのイネーブリング以上に、論点１のナラティブにもつなげるという観点で価値創造の観点が重要になる
【領域横断分野】
• AIについてデジタル全般でそうだが、できるだけ例えばOSS （オープンソースソフトウェア） など公開されたものをベースとし、海外企業に首根っこ

を押さえられないようにするという意味で安全であるという観点は重要。また、足元で見えている部分とそうでない部分があり、見えていない部分に
ついても頭の体操（ストレッチ）が必要。例えばAI生成物の中でも、クローズドにされると危険な技術は、知財戦略として、特許権まで与えるか
どうかはともかく、公開対象とすべきなどの議論もある

• 日本は製造業が強いので、そこにデータを付与することで元々持っていたハードウェアの強みにソフトウェアを足していくという方向（あるいはフィジカ
ルとデジタルの融合によるデバイスのすり合わせ領域）が日本の勝ち筋である

• アニメや漫画などの文化におけるコンテンツも取り上げることを検討してもよいのではないか
• 国家標準戦略は全体的に市場創出の内容とすべきと考えるが、量子においてはビジネスモデルとしてハードで勝つとするなら競争戦略の色が出

てくるだろう。
【分断リスク分野】
• 日本が産業戦略として強みを発揮できる領域は、海洋・循環経済などがある（日本特有の文化や価値観がある）。

対象領域に
対する政府
支援

 対象領域として選定された暁には、各省庁による標準化に対する取組みの状況も踏まえ、対応を具体的に発信すべきとのご指摘をいただいた。
• 企業側に動いてもらうためには、重要領域に選ばれると、その領域に対して政府が何をしていくか、企業に何を求めるのかという点が明確になって

いる必要がある
• 国際社会の中で我が国としてどこを出口にしているのかが分かるような選び方やキーワードがあると良いのではないか
• より戦略的に具体的な話をしないと、表層的な言葉だけ並んで終わることとなり、これまでと何も変わらないこととなる点が危惧される
• 成果物のイメージが湧きにくいこと、また3回で十分な議論ができるよう目的や出口を具体で表現した方がよい
• 複数省庁が絡む領域については、声掛けをしないと省庁連携が進まない場合がある。規制やルールに拘泥せず、幅広な視点を持って各省連携

で取り組むべきことが多いため、この国家戦略において省庁を超えた取り組みに関するメッセージを出せると良い。
• 既に取組みを進めている経産省・総務省の領域の取組みは任せ、他の領域を扱う省庁に関して、先駆的な省庁の取り組みを紹介するなりサ

ポートする等にて広げていくべき
• 重要領域支援の観点では、スタートアップは重要な担い手と考えるべきであり、ルール形成とスタートアップの活動との結びつきを強めるべく、政府

支援を行うべき
• 宇宙産業におけるスペースデブリなど、スタートアップが強みを持っていくストーリーを多く見つけていくことが重要であろう
• 先端技術に関係がある領域におけるスタートアップによる市場創出における役割は大きいと思われ、政策支援に踏み込んでいくことも検討すべき
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 デジタル領域での国際標準化戦略としては、デジュールのみならずフォーラム標準の活用も念頭に、規格に応じた適切な標準化機関での標準化の提案・連携を

する必要がある。
• 共通規格（Society5.0、DFFT、ガバナンス・イノベーション等）についてはISOにて発行する一方、技術関連標準（データカタログ、API、データ構

造）、制度ルール（倫理基準、運用基準、セキュリティ、トラストフレーム）、アーキテクチャ（Society5.0のリファレンス・アーキテクチャ）等の個別規
格についてはIEEE等の標準化機関で発行をするとともに、その他の標準化機関とも連携し既存の規格を利用するのがいいのではないか。

 日本のデジタル・通信業界で標準化がうまくいっていないのは、マーケティング戦略として捉えていないことが原因。研究発表・標準活動の場であるIEEEの会議を
研究発表の場として捉える傾向があり、かつ標準化を組織ではなく個人単位での研究活動として行っている。国としてのリソースも足りない中では、総合的戦略
の下、コンソーシアム型の支援、実証実験段階での標準化の推進をすべき。また、その他領域にも通じる要因として、標準化人材の不足と、標準化活動がどこ
で誰によってどのように行われているか等の現状把握が不十分との指摘をいただいた。

• 日本として国際競争力を得るために、日本はこれまで良い技術があれば世界で勝てると考えていたが、実際は標準化活動によりマーケットを作ることが
必要であった。現状では、国・民間いずれにも標準化のための余力がなくなってきているのが課題。

• 個人・個社ではなくコンソーシアム型の支援を行うべき。6Gでは複数のネットワーク技術を利用するために、組織・個人同士の連携がより必要とされる。
• 通信技術はコミュニケーションの基盤だからこそ実証実験が重要である。研究開発（実証）と標準化は一連の流れとして繋がっていることを踏まえ、研

究開発段階から政府が標準化を意識して助成を行う必要がある。
• 標準化人材の育成が必要。就労前からの外交交渉力の養成、日本での国際会議開催・シャドウコミッティ（擬似的な標準化会合）による議事運営

の学習、Eラーニングによる標準化機関の幹部層の輩出が必要。

 AI領域での国際標準化活動に関しては、日本は大いに貢献。ISO/IEC JTC1/SC 42（人工知能分野における標準化組織）ではリーダーシップをとりプレゼ
ンスを確保。多くの日本人が会議メンバーとして所属し、2019年には日本での会議招致を実現し、複数の標準化活動に貢献。更に、医療分野等での標準化
も日本がリードして進めている状況を説明いただいた。一方で、今後継続的にリーダーシップを取るためには、人材不足を解決する等の競争力強化に繋がる対策
が必要である。

• SC42における活動は以下のとおり。
• 国際標準の中核となるWG4のリードを中国より獲得しコンビナー、エディターを日本が擁立しイニシアチブを取った。
• 製造業関連で、機能安全規格(IEC61508)においてAIのSIL（安全度水準）が低い事態に対応。IEC TC65A（工業プロセスの制御シ

ステムを扱う国際委員会）と協力し、TR 5469（機能安全とAIシステムの技術報告書）、IS AWI TS 2440（技術仕様書の作成） を
通じ解決に尽力。

• DFFTを支える標準として、ISO/IEC 5259規格を提案してデータ品質国際標準規格を推進・完成。
• マネジメント規格におけるプレゼンスを確保。ガバナンスに対する規格提案とリーダーを務める一方で、AIマネジメントシステムに関する標準にAI

のハザードだけでなくオポテュニティについて記載するよう提案し成功。
• 日本がAIに係る国際標準化をリード出来たのは、たまたま適当な人材がいたという点が大きく、人材不足は依然として課題である。

• AI領域では従来の水平標準から垂直標準への展開を背景に、医療領域では日本が標準化を推進。AIマネジメントシステムやデータ表示の展開方法
について、日本がコンビナーを擁立し各国の協力を得つつ議論を推進。

デジタル領域
での
標準戦略

AI領域での
標準戦略
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領域選定の
考え方

[領域選定方針]
 領域選定においては、リソースの制約領域もあるため領域の優先順位を付ける方向で概ね意見が一致。絞り方としては、標準化によって当該領域に日本

の勝ち筋があるか、実現可能性、内閣府の支援を必要とする領域であるか等の観点が示された。
• 勝ち筋があるか：「社会課題解決に向けた現状からのトランスフォーメーション推進」、「不安定化する国際秩序を踏まえた紐帯強化」、「技術イノ

ベーションによる新たな価値創出」という目的を、標準化により達成できるかどうか/対象領域の市場の大きさはどの程度か/標準化は産業競争力
強化に資するのか。

• 実現可能性：当該領域の標準化でリーダーシップをとれる組織や人材はいるのか、選定の際にインフラシステム海外展開戦略を参考にすればよい
のではないか/標準化が既に済んでいるのか、標準化の議論が始動しているのか（標準化機関や会議の人数が重要）/標準化までの道のりはど
の程度か。

• 内閣府の支援が必要か：省庁横断の領域なのか、省庁単独で自走できない領域なのか。
• その他の観点：トランプ政権による環境の変化を考慮した上で重要領域として適切か/国際社会の中で日本だからこそやるべき領域なのか。

［注力すべき領域］
 一方で注力すべき領域として、GX、他産業の基盤となるAI、情報通信、デジタル領域、サプライチェーン上不可欠な領域が指摘された。

• GX：経済界の関心が大きく、他国で負けることによる損失が大きいと想定。
• AI、情報通信、デジタル：幅広い他産業の基盤となるため標準化は不可欠。
• サプライチェーン上不可欠な領域：当該領域で標準化をすることで優位性・不可欠性を担保できる領域（半導体のための露光装置製造等）、

標準化をしない場合に自律性を失い経済安全保障上大きなリスクとなり得る領域。

AI領域での
標準戦略

 欧州のAI-ACT、DATA-ACT、中国のデータの越境移転の禁止によるデータの囲い込みが各地で起きている中、日本はDFFTを利用してリーダーシップを
取れるのではないか。特に、データ品質に関しては過去の実績もあるため、データ規格の提案により高いデータ品質を提供することで勝機を見出せるのではな
いかとのご提言をいただいた。

• 各地で法律によるデータの囲い込みが起きているが、ISO規格は法律に組み込まれずに地域を問わず使える状態を目指している。そのため、ISO
規格による標準化は直接的にはデータの囲い込みには繋がらない。

• AI領域では従来の水平標準から垂直標準への展開しており、医療領域では日本が標準化を推進している一方で、標準化によりデータの囲い込
みを引き起こさないように留意している。

 AI領域では研究開発と事業化の時間差がほぼないため、研究開発の時点からデプロイメント時の標準化の展開について考慮しないといけない。
• 標準化機関では、AIのマルチモダリティ化によるロボティクス等の物理空間への応用を見据えて、LLMの用語定義から既に審議されている。
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重要領域・
戦略領域の
ナラティブ

 重要領域・戦略領域のナラティブについては、標準化をツールとした国際社会への貢献が一貫して打ち出されている点に加え、既存の産業分類に縛られず
国家として戦略的な対応が必要な領域が整理されている点、我が国の主張を柔軟に反映できる構成になっている点等を評価いただいた

• 「国家戦略における重要領域・戦略領域記載案」について、国際社会へ貢献すべく標準化をツールとして活用するというメッセージが総論から各領
域まで一貫しており良い。また標準化とは直接関係しない事柄に関する我が国の主張も一定組み込める点で、国家戦略として優れた構成と言え
る

• 既存の産業分類に縛られず、我が国として戦略的な対応が必要な領域として重要領域・戦略領域を整理している点も、そこに国家の意思が感
じられるため良いと考える

重要領域・
戦略領域の
整理

 重要領域・戦略領域の優先順位付けの基準や、結果として選定された8の戦略領域について、モニタリング・フォローアップを踏まえた重要領域・戦略領域
の定期的な見直しが行われることから、多くの委員から賛同をいただいた。

• 戦略領域・重要領域の優先順位付けについて、客観的な基準が示せていて良い。足許の政府支援が必要であるという緊急性の観点から戦略
領域が選定されており、これはモニタリング・フォローアップで何を支援するかにも関わるため、良い差別化であると考える

• 相互に関係が深い領域群をまとめた点や、情報通信領域、デジタル・AI領域を基盤レイヤーとして整理した点は良く、選ばれた8の戦略領域につ
いても違和感無い。今後モニタリング・フォローアップを行う中で、重要領域・戦略領域の機動的な見直しが出来ると良いだろう

• 市場規模や経済的意義、日本の強み等に関するエビデンスが不十分なため、現在の重要領域のみで十分なのかが不透明な印象。
• 重要領域・戦略領域について現時点では完全性・網羅性は求め過ぎず、今後モニタリング・フォローアップを踏まえて適宜追加・削除するような運

用で良いのではないか
• 本来、領域毎に十分なエビデンスを整理した上で戦略を策定することが理想的である。しかし、本国家戦略では、重要領域と連動したモニタリン

グ・フォローアップでの追加調査を踏まえた継続的な見直しを行うため、今回の重要領域・戦略領域の整理や具体的な戦略はその発射台として位
置付ければ良いだろう

重要領域・
戦略領域施
策の実行

 重要領域・戦略領域の実行にあたっては、省庁ごとの標準活動への温度感の違いを踏まえた体制整備の必要性や、省庁横断的な取組を指揮する司令
塔機能の重要性、案件形成や人材育成に向けたリソース配分の必要性等についてご意見をいただいた

• 各省庁によって国際標準化に対する温度感は大きく異なるため、重要領域施策を実行する際には体制作りも込みで進めていく必要があることは
留意すべき

• デジタル・AI領域のような基盤レイヤーに加え、バイオエコノミー領域等は省庁や業界、専門家の枠を超える領域横断的な性質を持つため、各省
庁の取組に閉じず、統括的に推進する司令塔機能が極めて重要である

• 重要領域・戦略領域には、適切なリソース配分が不可欠であり、政府予算というリソースに加え、人材育成や人的リソースの集約等を通じた案件
形成を促進する官民連携の仕組み作りが必要なのではないか
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重要領域・
戦略領域の
今後の見直
し・ブラッシュ
アップ

 今後、戦略領域の優先順位付けや見直しを行う際、市場規模・経済効果・日本の勝ち筋等に関するエビデンスに基づいて評価し、加えて、こうした取組を
適切に実施可能な運用プロセスをより詳細に詰めていく必要があるのではないかとのご意見をいただいた

• 今後は「どの領域が勝ち筋で、何をすると日本が強くなるのか」を加味できるようなデータを用意した上で、見直しができると良いのではないか
• 第7期科学技術基本計画では、我が国の重要研究開発領域の現状から見た強みの分析を行なっており、その際に収集したデータは重要領域・

戦略領域の選定におけるエビデンスとしても活用可能だろう
• 戦略の担い手省庁や運用方法、モニタリング手法、重要領域/戦略領域見直しの基準等、策定した国家標準戦略の運用プロセスをより詳細に

詰める必要があるのではないか

 また、今後、戦略領域の見直しを行う際は、その評価基準として「緊急性」の観点のみならず、安全保障や我が国主導での先駆的な標準活動の可能性、
標準活動における諸外国の求心力強化等の観点も取り入れるべきではないかという提案をいただいた

• 国家安全保障や社会課題解決といった観点と深く関わるフュージョン領域、宇宙領域、海洋領域等は戦略領域ではないものの、依然として重要
な意義を持つ領域であろう

• 安全保障環境が激変する中、宇宙領域では防衛との相互運用という軸での標準化もあり得るのではないか。防衛関係はネットワーク中心の戦い
であると言われており、宇宙領域との相互運用が不十分であると、国防に支障をきたす恐れがある

• 重要領域・戦略領域を見直すことを踏まえ、評価基準に柔軟性を持たせ、緊急性のみならず、日本が世界に先駆けて取り組める領域等も取り
込められると望ましい。また各省庁がメインで取り組む短・中期的な標準化施策等のみならず、長期的な取組を要する施策や、効果が見えにくい
施策等も評価可能な基準について検討できると良い

• 対外発信には、①国家戦略として世界に発信し国内の推進力を高めること②求心力を醸成することの二つの目的がある。特に後者については、
成功事例の発信に加え、新たな標準活動を打ち出すことも求心力強化に繋がる可能性があり、その意味で、次回の見直しを見据えてフュージョン
等を目玉として温存することも重要なのではないか
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第1回モニタリング・フォローアップWGにおける議論概要(1/2)

【モニタリングに関するご意見】
 全体の方向性について、事務局案に対する大きな異論はなかった。その上で、モニタリングの各項目の接続の必要性、モニタリングに関する各省庁が関与

するデータベース整備の必要性、情報収集・分析によって国家戦略を適宜修正できるような司令塔機能の重要性についてご指摘いただいた
• 「新規ニーズ・シーズ把握」の後に「重要領域の構築」という項目が必要である等、モニタリングの各項目の接続も考慮する必要がある
• 重要領域のみならず必要領域も存在するのではないか。必要領域とは、我が国の産業や社会に影響を与える可能性があるため対応が必要な領域の

ことであり、その意味で「ⅱ技術・産業重要領域モニタリング」と「ⅲ新たな社会価値の定義機会探索」の行き来が必要なのではないか
• モニタリングに際して、各省庁による情報のインプット・アウトプットが一元的に行えるようなデータベースの整備が出来ると良いだろう
• 各国の標準化動向に関する膨大な情報を収集することに留めるのではなく、モニタリングした情報を分析し、必要に応じて、国家戦略に反映させることが必要。司令塔

の機能も構築することが求められる

 標準化活動において他国の後追いを避けるためには、標準化の新規ニーズ・シーズの把握が重要であることを確認した。その上で、限られたリソースの中で
我が国として伸ばすべき技術・産業を仮説的に設定し、自走可能な事業者の有無などを踏まえてモニタリング領域を選定すべきとのご意見をいただいた。シーズ把握について
は事務局案で想定する情報源だけでは不十分であり、より広く情報収集するための仕組み作りを検討するべきとご指摘いただいた
• 標準化活動において他国の後追いを避けるためには、標準化の新規ニーズ・シーズの把握が重要である。しかし資料に記載されている想定情報源

（公開情報、業界団体・各省庁等からの情報提供等）のみでは不十分であるため、ISOや他国の取組みを参考にして情報収集の仕組み強化を
検討すべき

• リソースに制約があるため、今後新たにモニタリングする可能性がある新興領域については、我が国として伸ばしたい技術や産業に関連する標準化の仮説、自走可能な
事業者の有無、後からでもルール形成に関与する必要があるかどうかといった観点に基づき、モニタリング領域を選定すべきではないか

 ニューアプローチ指令により規格を法令で引用する傾向が強い欧州の動向は我が国の産業競争力にも影響を与えうるため、モニタリングの対象に加えるべきとのご指摘をい
ただいた
• 日本にとっての重要領域という観点に加え、欧州では規格の約1/3が法律の整合規格となっている現状を踏まえ、欧州による整合規格の開発状況等、他国動向もモ

ニタリングに必要なのではないか
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第1回モニタリング・フォローアップWGにおける議論概要(2/2)
【フォローアップ・指標に関するご意見】
 全体として、事務局案に対して大きな異論は無かった。標準化が産業競争力強化に繋がるまでの進捗を把握することが重要であると確認した。その上で、フォローアップ指

標については、実現可能性を踏まえたアウトカム指標に加え、インプット・アウトプット指標やシナリオをフォローアップした方が良いのではといったご意見をいただいた。また、産業
界側の負担についても留意すべきとのご指摘をいただいた
• 標準化は市場創出のためのツールの１つであり、標準策定から社会実装、産業競争力強化に繋がるまでの進捗を確認出来るような指標設定・運用をすべきであり、

指標の設定と運用については政府・産業界が連携して進めることが肝要。数字を追うのではなく、真に効果的な標準戦略となっているかレビューすることが重要
• 標準は①互換性、②品質の物差し、③新たな価値観の定義の3つの機能を有するため、指標についても各機能に適したものを検討すべきではないか
• 国家戦略における海外向けのナラティブに関する我が国の進捗度合いを示すという観点や、標準化の目的を見失わないといった観点から、アウトカム

指標も必要だろう
• 社会実装の具体的な形態の１つとして認証制度・スキームが存在する。このスキームが国際的な互換性を有しているかどうかはグローバル展開する日本企業の競争力

強化にも大きく関わるため、フォローアップすべきではないか
• アウトカム指標だけではなく、社会実装・産業競争力強化といったアウトカムに貢献しうるインプット・アウトプット指標を設定することは実現可能性という

観点で良い。ただし単なる数字のみでなく、公開可能な範囲で成功シナリオという観点でもフォローアップが出来ると良いのではないか
• 法律や社会制度等に組込まれる標準数やシナリオをフォローアップ出来ると良いのではないか
• TAM等のアウトカム指標については、まだ一定の考え方が確立されていないため、算出対象や方法論を含め慎重な検討が必要
• フォローアップに際してKPIの設定は重要だが、産業界の負担が増えていく点は留意すべきである

 経済安全保障には戦略的不可欠性と自律性という観点があり、自律性は標準化することで毀損され得るため、各重要領域のシナリオやナラティブにおいて定性的に評価さ
れるべきとのご指摘をいただいた。またサプライチェーンのレジリエンスに関する領域等は、対応する標準化団体が明確でないケースもあるため、政府としてモニタリングする必要
があるのでは、とのご意見を頂いた
• 経済安全保障には戦略的自律性と不可欠性の2観点がある。不可欠性は我が国の技術力強化を標準にも繋げていくべきである一方、自律性は

標準化により毀損され得るため、シナリオ等の観点を含め、戦略の目的に沿った進捗であるかをフォローアップすべき
• サプライチェーンのレジリエンスに関する領域等は、対応する標準化団体等の組織が明確でないため、こうした領域の動向をモニタリングする機能も国家標準戦略で検討

出来ると良いのではないか

【官民連携の場に関するご意見】
 官民連携の場は、官民が共通認識を形成できる場となるように設計する必要があるとのご意見をいただいた。継続的かつ実質的に機能するような官民連携の場の整備を

前提に、状況変化に応じた機動的な各省のリソース分配を調整する機能の整備、我が国の国際標準化を推進していくにあたっての求心力
獲得に向けた海外発信等の必要性ではないか等のご指摘を頂いた
• 官民連携の場については、少なくとも10年程は続けるべきであり、そのためには法律や条約等の後ろ盾を用意する等、何かしらの工夫が必要だろう
• 我が国が一体となって国際標準化に取り組むに際し、官民連携の場が日常的に設けられ、それが実質的に機能することが必要である
• 重要領域毎のフォローアップについては、他国動向等によって新たに優先度の高い標準化活動が生じた際、司令塔に各省庁に対するリソース分配の

再調整を行う機能を持たせておく必要があるのではないか
• フォローアップの目的は、目標達成に向けた進捗の確認に加えて、国際標準化における我が国の求心力獲得に向けた海外に対するアピールにある
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第2回モニタリング・フォローアップWGにおける議論概要(1/2)

【モニタリングに関するご意見】
 事務局案のモニタリングの具体化の方向性について大きな異論は無かった。その上で、モニタリングの実施方法、体制についてご意見をいただいた

• 標準化活動において他国の後追いを避けるためには、標準化の新規ニーズ・シーズの把握が重要であることを確認した。その上で、限られたリソース
の中で我が国として伸ばすべき技術・産業を仮説的に設定し、自走可能な事業者の有無などを踏まえてモニタリング領域を選定すべき。新規ニー
ズ・シーズ把握については事務局案で想定する情報源だけでは不十分であり、より広く情報収集するための仕組み作りを検討する必要がある

• 新規ニーズ・シーズの情報収集の対象については政府事業や民間の取組だけでなく、スコープを広げ、学術研究や報道発表等の内容もソースとし
て含めるべき。また、より実効的な情報収集とするため、各省や国研にリソースが投入できる体制構築をすべき。加えて、情報収集の担当者は、標
準化に対し能動的に行動できる人材を充てる必要がある

• 我が国における限られたリソースを有効に活用する観点では、重要領域における後続の規格策定に大きな影響があるコンセプト規格等の上位規格
を優先すべき

[フォローアップに関するご意見] 
 フォローアップに関して、官民連携の強化を図った上で、各々の事業で適切に標準化が推進されるよう検討すべきとのご意見をいただいた

• 標準化が成長に繋がるかどうかは事業により異なるため、各々の事業の経営合理性を担保する指標を立てるためにも官民連携での意見・情報交
換が重要

• 既存の各省の関連する取組を把握した上でフォローアップを行い、追加的な負担をかけないようにすべき
 現在の事務局案である、標準化により創出される市場規模等をフォローする指標の設定方法は引き続き検討すべきとご指摘いただいた

• 標準化により創出された市場規模や、回避された社会コスト等のアウトカム指標は、抽象度が高く、指標を作るのに労力がかかることが想定される。
アカデミアや国研機関とも連携したうえで、日本発の標準が国内外の規制に引用された、あるいは産業界で採用された事例や、標準化のプロセスを
追う指標も検討するべきではないか

• 領域のアウトカムは市場創出と社会実装と競争戦略であるが、標準化だけでこれらは目指せないため、コミットする指標はこれらでなくても良い可能
性がある。フォローすべきはプロセス指標であり、定性的な指標でも良い

• フォローアップ情報の開示範囲は、開示によって他国との連携を創出できるメリットを考慮したうえで検討する必要がある
 PDCAの考え方は、標準化が一定進んでいる領域に関しては上手く機能するが、標準化がまだ浸透していない領域やニーズ・シーズ段階では、不確定要素

が多い施策もあるため、PDCAではない考え方を検討するべきではないかとご指摘いただいた
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第2回モニタリング・フォローアップWGにおける議論概要(2/2)
【官民連携の場に関するご意見] 

 司令塔機能設置の重要性について賛同いただいた。一方で、司令塔機能の実装のための運用方法については引き続き検討すべきとご意見いただいた
• 司令塔機能の強化のためには、自律的に推進できる仕組みを構築すると良いだろう。具体的には、分野ごとに能動的に思考・行動できる専門家を

割り当て、標準化を推進するための権限やリソースを与えることが考えられる
• 官民プラットフォームの一つの機能として、OJTの形式にて長期的に人材を育成する仕組みを整えるべきではないか。座学では、標準化の現場で活

躍できる実践的な人材育成は難しい
• 情報連携の場に関しては、官民連携を密に行う必要から、ハイレベルフォーラムのみならず、インフォーマルな場も複数回設けるとよい
• 標準化がブロック経済の形成に使われようとする等、標準化の動向・展開が加速している。このような潮流の中では、官民連携を密に行い、産業界

と一体的に動く必要がある。欧州のように、ハイレベルフォーラムだけではなくインフォーマルにも年に複数回行ったほうがいい
 インパクトが大きいと見込まれる複数領域にまたがる標準化を推進するためには、省庁横断体制がこれまで以上に重要となり、BRIDGE事業における省庁

連携も含め、省庁横断体制を促していく仕組み作りを考える必要があるとご意見いただいた
• BRIDGE事業では省庁間の連携を図っているが、明確に担当各省を割り当てる形となっており、省庁横断的な事業では調整が難しく、うまく機能し

ていない。日本政府の施策・事業が停滞する要因として省庁の縦割り体制が指摘されるが、BRIDGE事業も例外でなく、改善する仕組みを考える
必要がある

 デジタルプラットフォームに関しては、リソースを有効活用するために生成AIや既存のデータベースの活用も必要だが、過去の政府主導のデジタルプラットフォー
ム関連の施策が上手くいかなかった経緯を踏まえて検討すべきとご指摘いただいた

• 限られたリソースでデジタルプラットフォームを構築・運用していくためには、経産省がリリースしたSTANDirectoryとの連携や、生成AIを活用すると良
い。AIをより使い易くすべく、SMART規格について日本でも議論しても良いかもしれない

• 政府主導のデジタルプラットフォーム関連の施策が十分機能していないことを踏まえ、対応策を検討すべき。そのうえで、最終的に民間で引き継ぐか、
引き続き政府で管理していくのかを見据え、長期的に計画を立てるべき
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